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Ⅰ熊本大学国際化推進センターの現況及び特徴  

1 現況 

（１） 学部等名：熊本大学国際化推進センター  

（２） 学生数及び教員数（平成 26 年５月１日現在） 

：学生数０人（外国人留学生 432 人）、専任教員数（現員数）：４人、助手数（０人） 

 

2 特徴 

 国際化推進センターは、副学長（国際交流担当）をセンター長とする国際化推進機構の

中核組織であり、国際化推進機構会議等で決定された事項の実施を担当している。センタ

ー長が指名する副センター長は、センター長の職務を補佐し、センターが所掌する実質的

な事業･取組を総括している。センターは、国際交流支援部門及び国際語学部門に分かれ、

教育における国際通用性の向上、研究における国際的卓越性の維持、留学生の受入の拡大、

日本人学生･教職員の海外派遣の促進、学際的･国際的教育研究交流の活発化等を支援する

ための多彩な施策を展開している（資料Ａ－２－１）。 

 国際語学部門の教育活動上の主な役割は、外国人留学生を対象とした日本語･日本事情

教育、語学教育プログラム及び留学生向け教材作成及び海外留学のための外国語試験への

試験）の企画及び実施である。学部留学生、学部特別聴講学生（交換留学生）、日本語研修

コースの研修生をはじめとして、対象は本学に在籍する全留学生に及んでいる。留学生そ

れぞれの目的等に応じて、多様なコースを開設しているが、単位取得を目的としているコ

ースは、教養教育の外国語科目に位置付けられており、国際化推進センター教員がこれを

企画･担当している。この他、近年増加の一途をたどっている協定校からの留学生（学部レ

ベル）を対象とした短期留学プログラムや、夏季休暇を利用して、日本語･日本文化を体験

したり、熊本の企業を見学したりする２週間のサマープログラムの企画･実施を行ってい

る。さらに、平成 25 年度に文学部に設置した日本語教育課程（副専攻）において、日本語

を母国語としない人々に対して、日本語教育及びその関連分野に関する基礎的な知識や技

能を身に付けさせるための支援も行っている。  

 国際化推進センターのもう一つの部門である国際交流支援部門は、国際連携教育･国際

共同研究の拡充のため、学部、研究科等の学内関係部局と連携しながら、大学の国際化推

進事業の企画･実施を主導する。また、留学生に対する修学、生活上の指導、助言を行うと

ともに、海外留学を希望する日本人学生に対しても様々な指導、助言及び情報提供の機会

を設け、学生の国際的な双方向交流の推進を支援している。  
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（資料Ａ－２－１） 国際化推進機構の構成概略図（設置時） 

 
（出典：H20.10.23 教育研究評議会資料  全学の国際化推進の仕組みについて） 

 

3 組織の目的  

 国際化推進センターは、「熊本大学の国際化に関する基本方針（平成 20 年 10 月 31 日役

員会承認）」に基づき、国際化推進機構の中核を担い、国際化を推進･支援する組織として、

熊本大学における国際交流の推進に寄与することを目的として設置された学内共同教育研

究施設である。  

第二期中期目標･中期計画を基にまとめられた「熊本大学アクションプラン 2010」にお

いては、「国際化の推進」に関する以下の５つ目標が掲げられており、国際化推進センター

の組織目的は、国際化推進機構の戦略決定と連動してこれらを達成することである。  

 

1. 学生の国際的な視野を広げるために、独自の奨学金などで支援します。  

2. 留学生が安心して学習･研究に専念できるよう、キャンパスライフを積極的に支援して

いきます。  

3. 英語による授業の拡充、留学生 500 人計画の推進、国際交流協定校を 150 校に増加さ

せるなど、学生の国際交流を推進します。  

4. 国際的な研究ネットワークを充実させ、国際的な研究環境を整備します。  

5. グローバルな視点から研究レベルの向上及び人材育成に貢献するため、国際共同研究

や国際協力事業を積極的に展開します。  

 

 大学の国際化に関するこれらの全学目標の実現に向けて、国際化推進センターは、「熊本

大学国際化推進センター規則（平成 20 年 11 月 27 日規則第 259 号）」に基づき、次に掲げ

る業務を行う。  

（１） 国際化推進機構会議及び国際化推進運営会議で決定された事項の実施に関するこ

と。 

（２） 国際化に関する施策の迅速かつ円滑な実施  

（３） 各部局における国際化事項の推進及び支援に関すること。  
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（４） 外国人留学生に対する日本語及び日本事情の教育（日韓共同理工系学部留学生事

業実施要項（平成 12 年８月１日文部省学術国際局長裁定）に基づく学部留学生にあ

っては、専門基礎科目の履修に関する調整を含む。）に関すること。  

（５） 海外留学を希望する学生に対する外国語教育プログラムの開発及び実施  

（６） 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導･支援に関すること。  

（７） 海外留学を希望する学生に対する修学上及び生活上の指導･支援に関すること。  

（８） 留学生及び研究者の交流の推進に関すること。  

（９） 短期留学に関すること。 

（１０）  留学生教育の調査研究に関すること。  

（１１）  国際交流会館に関すること。  

（１２）  センターの運営に関する必要な業務  

（１３）  その他本学の国際化に関する基本方針を達成するために必要な事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



熊本大学国際化推進センター 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 研究の領域に関する自己評価書  

 

  



熊本大学国際化推進センター 

6 

 

1.研究の目的と特徴  

国際化推進センターに所属する専任教員は、現在、◯国際交流支援部門に１名、◯国際

語学部門に３名の計４名が在籍しており、各教員の研究は教養教育機構や文学部、大学院

自然科学研究科等と連携もしていることから、国際化推進センター単独の研究とは言い切

れないものの、本学の国際化を主体的に牽引・支援する研究を行っている。   

具体的には、各教員の研究により専門性を十分に活かしながら、国際化推進センターの

各種事業の企画および実施を、「戦略的連携」、「人材の流動化」、「情報発信」と「英語化の

推進」という４つの側面から積極的に支援している。  

国際化推進センターでは、上述の４つの目的を達成するため、①本学の特色ある分野を

中心として、諸外国の研究機関との研究連携を強化することにより研究の国際的な卓越性

を高める、②教育・研究の国際化を支える環境の基盤整備を進めるとともに大学の情報の

海外への発信等を充実させるという中期目標を設定している。  

 

◯国際交流支援部門は、国内外の高等教育における最新動向をいち早く捉え、本学の国

際化推進に関する将来戦略の策定、国際連携教育プログラムの開発・設置支援、本学の世

界ランキング評価の分析および研究力評価の向上に繋がる政策の提言、国際ネットワーク・

国際共同研究の拡充支援などに寄与することを目的として、研究を行っている。  

これら国際化推進センターの業務遂行に必要となる幅広い専門知識への高い理解力を維

持するため、単に教員個人の研究成果を得るだけでなく、国際共同研究を学内の専門分野

に近い研究者の協力を得ながら行っており、研究活動を継続して行うことで、研究者の立

場や考え方を容易に理解することができ、研究者の要望や課題を知ることが可能となって

いる。 

また、本学が国際的に高く評価されている研究分野および研究成果を正確に海外へ発信

することにより、諸外国の研究機関との研究連携の強化および研究の国際的な卓越性を高

めるために重要な役割を果たしている。  

 

◯国際語学部門の教員は、「留学生を対象とした日本語教育、語学研修プログラム及び教

材作成及び海外留学のための外国語試験への支援」を主な業務としており、日本語教育に

ついての調査研究を中心に、以下の研究領域を取り扱っている。  

・日本語の理解を深めるために必要な日本語学の領域   

 ・海外協定校における教育内容を分析し、教育方法を改善する日本語教育の領域  

 ・日本人学生と留学生とが共に学ぶための方法を開発する留学生交流の領域  

・日本で生活する留学生と日本人の間の関係を改善するための異文化理解の領域  

 

これらはいずれも本学の国際化を推進するための重要な柱として、教育現場の観察や分

析を含む実践的な調査･研究が特徴となっている。こうした研究に取り組むため、研究用

Web サーバーを３台開設し、e ラーニングによる教育方法の開発や、日本人と留学生との交

流学習についての研究、さらに協定校を訪問し、海外の日本語教育の現状を分析すること

によって、本学の日本語カリキュラムの改善に繋げている。  

 

［想定する関係者とその期待］  

 

◯国際交流支援部門  

国内外の研究機関や研究者から、質の高い研究成果や新技術の創出、科学技術の発展へ

の貢献が期待されており、大学としても、本学の教職員のみならず、国内外の研究機関や

研究者を対象とした各種国際共同研究や研究者交流事業の企画・実施が期待される。  

 

◯国際語学部門  
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日本語・日本文化の学習が必要な学内のすべての外国人および日本語・日本文化の教育・

研究を行っている国内外の教育研究者を想定している。具体的には、国際化推進センター

に所属している日本語研修生は勿論、学部所属の正規留学生や特別聴講学生（交換留学生）

や研究生、そして、大学院の正規留学生や研究生、さらに外国人研究員や教員まで、学内

の国際化に伴い広く受け入れている外国人教職員がいる。さらに、彼らに接する可能性の

高い日本人学生、日本人教職員も想定する関係者といえる。  

 

 

２．優れた点及び改善を要する点  

【優れた点】  

 国際化推進センターの教員も研究活動を担うことで、研究者としての立場や考え方の理

解、そして実際の研究活動における課題の観点や研究者の要望を知ることが可能となって

いる。また、日本語・日本文化の教育に関しては、以下のような優れた取組を行っている。  

・ 外国人留学生や外国人教員のために必要な「やさしい日本語」について分析を行い、日

本語教育の指導に役立てている。  

・ Web サーバーを活用した e ラーニングを、留学生のための日本語教育だけでなく、日本

人学生の日本語教育にも活用し、利用研究を行っている。  

・ 協定校への訪問によって、現在海外でどのような日本語教育が行われているかを分析

し、本学に留学する学生のために最適な日本語教育カリキュラムをめざし改善してい

る。 

・ 日本に暮らす外国人が日常生活で遭遇する言語上の問題について分析し、留学生活を

前向きに改善する方法を検討している。  

 

【改善を要する点】  

国際化推進センターは研究設備も学生も有さないため、所属教員が研究活動をする場合、

他部局と連携する必要がある。国際化推進センターは、社会貢献、教育研究支援等に重き

を置く組織であるため、部局としての研究成果は少ないが、引き続き、競争的資金の獲得

増を図り、研究活動をより活発化させる必要がある。 

 

 

３．観点ごとの分析及び判定  

分析項目Ⅰ研究活動の状況  

観点１－１ 研究活動の状況  

（観点に係る状況）  

国際化推進センター専任教員による研究活動の状況は、国際化推進センター紀要の活動

報告に掲載されており、すべて Web上で一般に公開されている（資料B-1-1-1-1）（資料B-

1-1-1-2）。これまでの活動成果としては、学術論文が 11本、紀要掲載論文・実践報告・

研究ノートが９本、他誌の事例紹介が１本である。学術論文発表数をそのインパクトファ

クターによる区分に従い、平成 21～25年度の論文数を下記に示した（資料 B-1-1-1-3）。 

紀要には、日本語に関する研究論文、教育方法に関する実践報告、海外協定校での日本

語教育の調査分析、開発中の教材に関する分析研究、異文化理解等に関わる考察など多岐

にわたっている。  

 

（資料 B-1-1-1-1）国際化推進センター紀要  
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（出典：国際化推進センター紀要  第 1～3 号 

（ http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/citation-item-

list?citationvolno_id=876258）） 

 

（資料 B-1-1-1-2）日本学生支援機構  ウェブマガジン『留学交流』  

 
 

（出典：独立行政法人日本学生支援機構  ウェブマガジン『留学交流』2012 年 4 月号

（http://www.jasso.go.jp/about/webmagazine201204.html）） 
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（資料 B-1-1-1-3）発表論文数（インパクトファクターによる区分）  

 

（出典：国際化推進センター資料） 

 

平成 23～25 年度の研究論文の発表は◯国際交流支援部門の教員の成果であり、「人と自

然(自然系)の科学」の分野で区分 A 相当以上の論文が各年度において発表されている。   

また、平成 21～25 年度の科学研究費補助金は教員２人の成果であり、代表で基盤研究 C

と挑戦的萌芽が１件ずつ、他大学との分担で基盤研究 B が１件を獲得している。下記に科

研費の獲得額の推移を示す（資料「資料 B-1-1-1-4）。 

 

（資料 B-1-1-1-4）科研費の獲得額の推移（単位：万円）  

 
（出典：国際化推進センター資料） 

 

その他、競争的資金の獲得実績として、平成 23 年度の JKA 機械工業振興事業研究補助

金は研究代表者として１件採択があり、獲得金額は 290 万円であった。  

 

（水準）期待される水準を上回る  

 

（判断理由）国際化推進センター本来のミッション遂行と同時に、多岐にわたる研究活動
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を行い、論文発表および科研費獲得、外部資金獲得が行われており、本学の国際連携によ

る研究の強化および研究の国際的な卓越性の高揚に貢献していると判断できる。  

 

 

分析項目Ⅱ研究成果の状況  

観点２－１ 研究の成果（大学の共同利用・共同研究拠点に認定された付置研究所及

び研究施設においては、共同利用・共同研究の成果の状況を含めること。  

（観点に係る状況）  

◯国際交流支援部門  

代表者として科学研究費補助金基盤研究（C）と、競争的資金「JKA 機械工業振興事業研

究補助金」を１件ずつの採択があり、国内海外の評価の高い学術雑誌への論文掲載が 11

本、国際会議オーガナイザ１件、招待講演２件を行った。  

 

◯国際語学部門 

平成 22 年～25 年に行った研究開発の成果としては、２つの e ラーニングサイトおよ

びサマープログラム用日本語教材として、以下の教材等が利用されていることが挙げ

られる。 

 （1）ゼロ初級者向け日本語教材と漢字教材（資料 B-1-2-1-1） 

 （2）日本語中上級の留学生と、日本語初級の日本語研修生、及び日本語教育を学ぶ  

   日本人向けの授業・自習のための情報サイト（資料 B-1-2-1-2） 

 

その他の成果は次のとおりである。  

・日本語クラスで日本語を学ぶ交換留学生数が増加しており、本学の日本語教育が海

外協定校から高く評価されているといえる。  

・サマープログラムにおける参加学生数も平成 22 年～25 年にかけて高止まり傾向を

示しており、サマープログラムでの日本語教育が一定の成果を上げているといえる。  

 

（資料 B-1-2-1-1）ゼロ初級者向け日本語教材と漢字教材  

     

（出典：熊本大学ホームページ（http://j1.ryu.kumamoto-u.ac.jp/htdocs/）） 

 

 

（資料 B-1-2-1-2）日本語中上級の留学生と、日本語初級の日本語研修生、及び日本語  
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教育を学ぶ日本人向けの授業・自習のための情報サイト  

 

（出典：熊本大学ホームページ（http://kyo.ryu.kumamoto-u.ac.jp/htdocs/）） 

 

 

（水準）期待される水準にある。  

 

（判断理由）国際化推進センターの目的に照らし、評価の高い学術雑誌への論文掲載お

よび国際会議において招待講演を行っており、海外大学等との研究者との共同研究を継続

しており、今後も成果が期待できる。  

また、多岐にわたる領域の研究をすることにより留学生の増加が見受けられ、本学の

国際化推進に貢献していると判断できる。  

 

 

４．質の向上度の分析及び判定  

（１）分析項目Ⅰ 研究活動の状況  

 

「質の向上度」の判定：高い質を維持している  

 

◯国際交流支援部門  

「重要な質の変化あり」  

 第１期中期目標期間中に国際化推進センターは設置されていないため、単純に比較する

ことはできないが、国際化推進センター設置以来、海外大学等の研究者および学内他部局

と連携した研究活動が行われており、継続的に論文発表、学会発表、科研費採択、外部資

金獲得がなされ、高い質を維持していると判断できる。  

 

◯国際語学部門  

「重要な質の変化あり」  

日本語教育研究は、現場に直接活かされることが目的である。センターの専任教員は次

に示す研究活動を展開しており、その成果を本学に留学する学生に最適な日本語カリキュ

ラムの開発に役立てることにより、高い質を維持していると判断できる。  

①  留学生のニーズに適応した日本語クラスのカリキュラム開発  
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②  参加者からのフィードバックを活用したサマプロ日本語教材の開発  

③  CMS サーバーを導入した授業の e ラーニング化 

日本語クラスのカリキュラム開発では、その成果として年に２回、日本語クラス案内を

発行し、カリキュラム等教育内容の改善に寄与している（資料 B-1-4-1）。 

 

（資料 B-1-4-1）日本語クラス案内（2009 年度～2013 年度） 

 

（出典：熊本大学日本語クラス案内） 

 

なお、前掲③「CMS サーバーを導入した授業の e ラーニング化」については、平成 21 年

度でのクラス利用は旧サーバーでの実験レベルであったが、平成 23 年度から現在のサー

バーとなり授業への活用が始まった。平成 25 年度は７科目へと拡大した。以下に各年度の

サーバー利用クラス名を示す。  

【平成 23 年度［2011 年度］】  

中級聴解 I、プレゼンテーション I、プレゼンテーション II、日本語教育の理論と実際、

日本語教材論の５科目  

【平成 24 年度[2012 年度]】 

プレゼンテーション I、プレゼンテーション II、日本語教育の理論と実際、  

日本語教材論、中級レポート作成法の５科目  

【平成 24 年度[2013 年度]】 

プレゼンテーション I、プレゼンテーション II、中級作文、中上級会話、  

中上級漢字語彙 I、中上級漢字語彙 II、日本事情Ｆの７科目  

 

分析項目Ⅱ 研究成果の状況  

 

「質の向上度」の判定：高い質を維持している。  

 

◯国際交流支援部門  

「重要な質の変化あり」  

第１期中期目標期間中に国際化推進センターは設置されていないため、単純に比較する

ことができないが、「観点１－１ 研究活動の状況」に記載した研究が継続して行われてお

り、高い質を維持していると判断できる。  

 

◯国際語学部門  
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「重要な質の変化あり」  

上記の日本語クラスカリキュラム開発では、留学生数及び日本語クラス受講者が、平成 21

年後期では留学生数 346 人、日本語受講者の延べ数 963 人から、平成 25 年度後期では、留

学生数 445 人、日本語受講者延べ数 1,051 人という成果を得ており、高い質を維持してい

ると判断できる。 
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Ⅲ 社会貢献の領域に関する自己評価書 
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1.社会貢献の目的と特徴 

本学は、平成 16 年４月の国立大学法人化以降、地方中核都市に位置する国立大学とし

て、地域における知の拠点としての中枢機能及び指導的人材の養成機能を果たすことを目

的としている。  

また、第二期中期目標･中期計画期間の基本的な目標の一つとして、「教育･研究活動の成

果を利用して、広く地域及び国際社会に貢献する」ことを掲げている。  

国際化推進センターは、国際化推進機構の中核的組織として、国際的な社会貢献を果た

し、地域振興のため地域の諸機関と連携し地域に貢献するための具体的活動を行うことを

目的としており、「熊本大学アクションプラン 2010」の中でも、本学の使命として社会貢

献の方針が掲げられている。  

社会連携活動については、国際協力事業を国際化の重要施策の一つに掲げており、特に、

独立行政法人国際協力機構（ JICA）が実施する日本の政府開発援助（ ODA）において、アジ

アの国や地域を中心とした大学等の教育研究力の向上及び域内ネットワークの強化並びに

人材育成に対する協力･支援活動により、対象地域の社会の発展に多大な貢献を行ってい

る。 

 本学の国際的な社会貢献は、教育研究力の国際性と先端性の高さを生かせる事が強みで

あり、特徴的な取組としては、JICA 事業を民間コンサルト会社等が受注するのに対し、教

育研究機関である本学が「受注者」として、JICA から直接事業の委託を受けていることが

挙げられる。  

地域貢献活動の特徴としては、「一般社団法人大学コンソーシアム熊本」（以下「大学コ

ンソーシアム熊本」）の活動の活性化、「熊本留学生交流推進会議」の中核的活動、「くまも

と都市戦略会議」への参画などが挙げられる。  

「大学コンソーシアム熊本」は、本学が会長校を務め、県内 14 の高等教育機関と熊本

県･熊本市、さらに７つの経済団体が協力して組織され、地域社会の教育･文化の向上･発展

に貢献することを目的とし、国際交流活動を通して地域貢献を行ってきた。 

「熊本留学生交流推進会議」は、留学生の教育を担う高等教育機関が関係団体等と密接

な連携を保ちつつ地域をあげての支援体制の充実を推進するために設立され、本学が事務

局校を務め、留学生交流のための活動を中心となって推進してきた。 

「くまもと都市戦略会議」は、熊本における都市戦略を構想･実現していくため、熊本県、

熊本市、本学により、地域課題や将来ビジョンについて協議し、関係団体との連携と機動

的な取組みを推進することを目的に平成 22 年８月に設置され、同会議の下に設置された

WG では、海外共同事務所の設置に関する検討が行われ、平成 24 年１月に、熊本県、熊本

市、本学の共同により「上海熊本事務所」が設置された。その他、留学生増加のための方

策及び留学生の活用策等について検討が行われてきた。  

 

［想定する関係者とその期待］  

 技術協力を行う国や地域の高等教育機関･研究開発機関、学生、教員及び研究者を対象と

する。期待される成果としては、地域連携活動の推進に必要な教育研究能力が向上するこ

と、モデル学部における修士課程の教育の重点が授業中心から研究中心に移行すること、

地域の大学との人的ネットワークの強化が図れることなど広範囲に及ぶ。  

また、開発途上国からの研修員受入については、対象国のインフラ開発や将来指導者と

しての社会･経済開発の立案･実施に貢献できる人材の育成などが上げられる。  

地域貢献活動においては、行政機関（県、市）、各種経済団体、各種企業･法人、各高等

教育機関をはじめとする学校、教育関係者など、国際交流に関わるあらゆる団体（人）が

関係者となり、地域関係者と協働した活動を推進してきた。よって、その期待は、地域の

高等教育機関の中核的存在としての本学の強み、特色を活かした取り組みや、地域社会を

取り纏め、牽引するリーダーシップとしての役割を発揮した最大限の成果の還元である。

その期待に応えるためにも、各関係者との密接な連携、協力に基づく相乗効果的な機能発
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揮を心掛け、地域のニーズに敏感かつスピード感を持って的確に対応していくことが重要

である。  

2.優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】  

国際的な社会貢献としては、本学は JICA の大型事業として初めて、平成 18 年度に「ス

ラバヤ工科大学情報技術高等人材育成計画プロジェクト」を受注したが、その後、国際化

推進機構が主導して大学をあげた支援体制を整えたことで、これらの国際協力事業への参

画が大幅に増加し、大学の教育研究の枠を越えて国際貢献に大きく寄与していると言うこ

とができる。  

①地域貢献の分野では、大学コンソーシアム熊本の中で、国際交流部会（現、産学官連携

部会）において、留学生のインターンシップ･就職支援、外国語版パンフレットの作成、

留学生支援のための相談窓口の設置、留学生の地域活動への参加などの国際交流活動へ積

極的に関わり、活動を実施した。また、大学コンソーシアム熊本は、本学が会長校を務め

ていることから、本学の積極的な支援活動により、産学官連携部会の活動実験の増大へ大

きく寄与してきた。 

「熊本留学生交流推進会議」も、本学が事務局校を担当していることから、同会議の活動

を通した地域貢献に大きな役割を果たしてきた。これらの団体の活動を通じて、留学生イ

ンターンシップ、外国人留学生のための就職合同説明会、留学生の地域行事、イベントへ

の参加等、留学生ウェルカムパーティ、ボランティアガイド養成講座、留学生シンポジウ

ムといった多彩なプログラムを行っている。特に大学コンソーシアム熊本の特徴的な取組

として、熊本市及び熊本県と共同で資金を準備し、熊本市内にある「熊本市国際交流会館」

の施設内に留学生のためのワンストップ窓口を開設し、外国人留学生等とその家族の支援

を行う事業を運営している。  

「くまもと都市戦略会議」の活動の一環として設置された「上海熊本事務所」が、行政機

関（県、市）と本学が協働して事業を推進するという、非常に特色ある取組を行っており、

留学生増加だけでなく産業面、観光面等、あらゆる側面から熊本地域への還元に貢献して

きた。行政機関との連携による国際交流活動は、非常にユニークで特徴的であり、かつ質

の高い成果を生み出している。  

 

国際化推進センターが主導的な役割を果たすことで本学が各事業を牽引し、これらの実

績と高い効果を生み出していることから、社会貢献活動としての成果は優れていると言え

る。 

 

【改善を要する点】  

社会貢献の取組への活発化に伴い、本学への期待が益々高まっていることから、地域や

国際社会のニーズ・課題を調査・検討し、人的資源に限りがある中でそれらをどのように

社会貢献の施策・行動に反映させるか、大学として今後の見通しや方針を明確にしていく

必要がある。  

 

3.観点ごとの分析及び判定  

（1）分析項目Ⅰ  大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げてい

ること。  

観点 1－1 社会貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具

体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表･周知されている

か。 

（観点に係る状況）  

国際的な社会貢献活動を展開するために国際化推進センターが担う役割は、JICA 等の政

府系機関が実施する国際協力事業について、各部局から積極的に参画の要望が出るよう周
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知･促進活動をしていくことと、実際の取組に際して、大学として充分な支援体制を整備･

運用することである。第二期中期目標･中期計画においては、以下のとおり目標を掲げてい

る。 

 

◯国内外の研究及び産業の発展等に貢献するため、その推進のための施策･評価委員会等

にも積極的に参画し、社会貢献を果たす。また、国内外の研究機関等とネットワ－クを形

成し、学術研究並びに産学官連携を組織的に進める。（計画番号 47） 

 

◯アジアをはじめとした世界諸国において、高等教育の発展、研究レベルの向上、並びに

人材育成に貢献するために、国際共同研究者や国際協力事業等を展開する。（計画番号 54） 

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

国際的な社会貢献活動に関する計画は、本学の Web ページに掲載されており、公表･周知

されている。また、JICA 事業の公募等に関するメールニュースの配信や、実際に受注して

いる案件についての活動状況を学内の国際化推進センター広報誌等で紹介するなど、多様

な広報を行っていることから、期待される水準を上回ると判断される。  

 

観点 1－2 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

（1）海外技術協力への取組  

① スラバヤ工科大学情報技術高等人材育成プロジェクト（インドネシア）フェーズ 2 

平成 24 年１月～平成 26 年 12 月 

実施部署：大学院自然科学研究科  

近年目覚ましい経済成長を遂げているインドネシアでは、今後さらなる成長を目指すため、

情報通信技術（ICT）分野の研究と人材育成が重要となっている。東部インドネシアに位置

するスラバヤ工科大学は、ICT 教育･研究に関する担当大学、拠点大学となっている。フェ

ーズ 1（平成 18 年４月～平成 22 年３月）事業の実施により、同大学の ICT 関連の研究･教

育能力が強化された。本学は、フェーズ２事業への実施協力によって、研究室中心教育の

さらなる強化、研究能力の一層の強化、東部インドネシア地域の大学との人的ネットワー

クの強化を支援し、東部インドネシア地域の産業と地域の発展に寄与している（資料Ｃ－

１－１－２－１）。 
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② ホーチミン工科大学知育連携機能強化プロジェクト（ベトナム）  

実施期間：平成 21 年３月～平成 24 年９月 

実施部署：大学院自然科学研究科  

ベトナムでは、工業化、現代化、グローバリゼーションが進む中、大学制度、教育及び研

究機能の強化･改善が必要となっている。ベトナム南部に位置するホーチミン工科大学

（CMUT）は、地域の中心的な研究･教育機関である。ホーチミン工科大学地域連携機能強化

プロジェクトフェーズ１（平成 18 年～平成 21 年）は、ホーチミン市を中心とするベトナ

ム南部の地域開発に貢献した。本学は、引き続き第２フェーズにおいて、CMUT による地域

連携活動の体系的かつ持続的な実施に向けて、研究中心教育の導入に取り組み、地域連携

活動の推進に必要な関係機関の教育研究能力の向上およびネットワークの強化を支援した

（資料Ｃ－１－１－２－２）。  

（資料Ｃ－１－１－２－１）  

  

（出典：国立大学法人熊本大学 インドネシア国スラバヤ工科大学情報技術高等人材

育成計画プロジェクトフェーズ２（第２年次）業務進捗報告書）  
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③ 未来への架け橋･中核人材育成プロジェクト（アフガニスタン）  

実施期間：平成 24 年２月～平成 31 年３月 

実施部署：大学院自然科学研究科  

アフガニスタンでは、国家開発戦略に基づいて政府主導の開発を推進しており、日本は、

インフラ開発と農業･農村開発を最重点分野と位置づけ支援を行っている。しかし、長期に

及んだ内戦の影響により、省庁において開発を推進する中核人材が大きく不足している。

本学は、この事業（通称 PEACE プロジェクト）への実施協力によって、インフラおよび農

業･農村開発分野の行政官･大学教員を研修員として受け入れ、人材育成を支援することに

より、アフガニスタンのインフラおよび農業･農村開発に関連する省庁の計画･事業実施能

力の強化に貢献している（資料Ｃ－１－１－２－３）。  

 

 

（2）市民参加型の取組 

① 草の根技術協力プロジェクト地域提案型（中華人民共和国）  

実施期間：平成 22 年７月～平成 25 年３月 

実施部署：大学院生命科学研究部  

（資料Ｃ－１－１－２－２）  

   

（出典：国立大学法人熊本大学  インドネシア国スラバヤ工科大学情報技術高等人材

育成計画プロジェクトフェーズ２（第４年次）業務完了報告書）  

（資料Ｃ－１－１－２－３）  

未来への架け橋･中核人材育成プロジェクト（アフガニスタン）研修員受入数  

 H24 年秋入学  H25 年秋入学  H26 年秋入学  

受入研修員数（人） 1 3 8 

応募者数（人）  4 8 12 

※入学年度の前年度に、JICA への要望調査回答、研修員候補者審査等を実施。  

（出典：PEACE プロジェクト研修員受入データから作成） 
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草の根技術協力事業は、国際協力の意志を有する日本の大学、地方自治体等の団体による

開発途上国の地域住民を対象とした協力活動を、 JICA が政府開発援助（ODA）の一環とし

て、促進し助長することを目的に実施する事業である。  

開発途上国の人々の生活改善･生計向上に直接役立つ分野で、草の根レベルのきめ細やか

な活動が行われる事業を対象としている。本学は、熊本市と姉妹協定を締結している中国･

桂林市のリハビリ医療センターにおける人材育成支援を通じて、保健医療（地域保健、母

子保健、公衆衛生、栄養改善等）の分野において技術協力を行い、対象地域の社会保障制

度の形成に貢献した（資料Ｃ－１－１－２－４）。  

 

（水準）  

期待される水準を上回る。 

 

（判断理由）  

 国際協力事業の実施機関である JICA が公募する事業に積極的に応募し、平成 18 年度に

初めて「スラバヤ工科大学情報技術高等人材育成計画プロジェクト」事業を受託（直接受

注）して以来、JICA から大きな信頼を勝ち得ていることの現れとして、連続して受注機関

に採択され、各地域において事業を展開している。  

 

観点 1－ 3 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して活動の成果が上

がっているか。  

（観点に係る状況）  

（資料Ｃ－１－１－２－４）  

  

 

（ 出 典 ： JICA （ 独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 ） ホ ー ム ペ ー ジ

（ gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/0/ac82473b5df1e4c04925773d0079e856?Op

enDocument）  
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① インドネシア国スラバヤ工科大学情報技術高等人材育成プロジェクト  

フェーズ１における本学の実績が高く評価され、引き続きフェーズ２事業を受注し、ス

ラバヤ工科大学（ITS）の ICT 分野における研究能力強化のための技術協力プロジェクトを

展開している（現在継続実施中）。JICA による平成 25 年度成果品検査結果及び実績評価結

果では、２年次で既に PDM 目標数値を達成するなど、目に見える形で実績を挙げているこ

とが高く評価された（資料Ｃ－１－１－３－１）。 

ベトナム国ホーチミン工科大学地域連携機能強化プロジェクト  

ベトナム国政府の要請により、ホーチミン工科大学（ CMUT）の地域連携活動の推進に必

要な教育研究能力の向上に向けた技術協力プロジェクトを推進した（平成 24 年 10 月終

了）。プロジェクト終了後の自立発展的な実施体制の構築・維持までを考慮した成果をあげ

たことや CMUT が地域の拠点として活動していることが確認され JICA により高く評価され

た（資料Ｃ－１－１－３－２）。  

 

② アフガニスタン国未来への架け橋･中核人材育成プロジェクト  

（資料Ｃ－１－１－３－１）成果品の検査結果及び実績評価結果  

   

（出典：JICA（独立行政法人国際協力機構）インドネシア国スラバヤ工科大学情報技術

高等人材育成計画プロジェクトフェーズ２（第２年次）に係る成果品の検査結果及び実

績評価結果について）  
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第２バッチ（平成 24 年度）は１人、第３バッチ（平成 25 年度）は２人の上限枠を超え

る３人を受け入れた（現在継続実施中）。また第４バッチ（平成 26 年度）の募集では 12 人

が本学を希望しており、アフガニスタン国での評価が高くなっている。  

 

③ 草の根技術協力事業（地域提案型）（中国の桂林市リハビリ医療センター人材育成支

援プロジェクト）  

研修生の受入、専門家の派遣により、中国におけるヘルス･プロモーション分野における

人材育成に貢献した（平成 25 年３月終了）。  

（資料Ｃ－１－１－３－２）成果品の検査結果及び実績評価結果  
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（出典：JICA（独立行政法人国際協力機構）ベトナム国ホーチミン工科大学情報技術高

等人材育成計画プロジェクトフェーズ２（第４年次）に係る成果品の検査結果及び実績

評価結果について）  

 

現地への高度技術指導者･研究者の派遣や若手研究者･教員等の受入により、関係機関の

教育研究力の向上及び社会インフラの整備に貢献している。  

国際協力事業の実施を通じて、支援･協力を行った大学が、域内の関係機関との学術連携

を強化し、研究実績の積上げを図ることにより、地域の拠点大学として、地域社会の発展

に貢献する能力を更に向上させることができた。また、対象地域における大学の国際的な

存在感が増大した。  

更には、これらの貢献を通じて、大学の発展著しい地域に卒業生が活躍できる場を広げ

ることにより、大学の将来にとって大きなメリットを生じさせる基盤を形成した。  

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

国際協力事業実施後における委託機関（JICA 等）による評価のみならず、事業を展開し

た地域の大学等から本学への留学者が増えているという実績から、本学が実施した多くの

事業が海外の教育機関の発展や若手研究者を含む人材の育成に貢献しており、事業の波及

効果が明確に現れていることが見て取れる。このように、国際協力事業等を通じた社会貢

献は、我が国の教育の門戸を海外の人材に広げる機会ともなっていることから、取組成果

の水準は期待以上と判断される。  
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観点 1－4 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）  

 国際協力事業の事業発注者である JICA 等の機関によって、事業の評価及び改善提言が

行われており、学内の意見等とともに、様々な改善提案が適切に反映され、取組が行われ

ている。  

 

（水準）  

 期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

国際協力事業への参画を通じた社会貢献については、これまでの取組に加えて、更に対

象国が増え、また今後アフリカ地域や南アジア地域（ミャンマー等）などにも更に展開す

ることが期待されていることから、期待される水準を上回っていると判断される。なお、

事業の拡大に当たっては、学内の人的資源には限りがある状況から、今後のニーズに対す

る見通し及び方針を大学として明確にしていく必要がある。  

 

（2）分析項目Ⅱ  大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げてい

ること。  

観点 2－1 大学の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計

画や具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表･周知され

ているか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進センターの地域貢献の目的は、国際化推進機構が定める地域貢献の目的のた

め具体的活動を起こすことであり、地域の国際化、大学の国際化のための中核的立場に立

ち、大学コンソーシアム熊本、熊本留学生交流推進会議の活動推進のための本学がなすべ

き計画について、以下のとおり、第二期中期目標･中期計画に掲げられている。  

 

〇外国人留学生に対して入学から卒業･就職に至るまで多様なニーズに即応できるような

サービス体制を整備し、より快適なキャンパス生活及び住環境を提供できるよう支援を強

化する。（計画番号 32） 

 

〇地域文化の向上、教育の質向上に貢献するため、「高等教育コンソーシアム熊本」の活動

を活性化する。（計画番号 49） 

 

このことは、本学の Web ページにも掲載されており、広く周知されている。  

また、前述したとおり、大学コンソーシアム熊本、熊本留学生交流推進会議の活動の中心

に本学は位置しており、国際化推進センターはその実行組織体として、他大学をはじめと

する関係機関との地域貢献活動のための目的と計画の情報共有を強化し、これらの周知に

努めている。  

 

（水準）  

 期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

地域の国際化への貢献のための目的と計画の策定は、第二期中期目標･中期計画の中で

も明確に定められており、 Web ページによる幅広い公表が行われている。  

 

観点 2－2 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  
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（観点に係る状況）  

地域の国際化のための具体的な地域貢献活動として、大学コンソーシアム熊本と熊本留

学生交流推進会議及びくまもと都市戦略会議の活動への中核的役割を果たすことがあげら

れる。 

 

（資料 C-2-2-1）大学コンソーシアム熊本  

 

大学コンソーシアム熊本は、熊本県下の14の大学・高専等と熊本県・熊本市、さらに7

つの経済団体が協力して、高等教育機関の教育・研究の充実を図るとともに、地域の自治

体や産業界等と連携しながら、地域社会の教育・文化等の向上・発展に貢献し、併せて熊

本の教育環境の向上に寄与することを目的として、平成18年1月に「高等教育コンソーシ

アム熊本」として設立されている。 

国際交流においては、県内留学生2,000人、地域の東ア 

ジア戦略との連携、及び共同アジア展開をテーマに、外国 

人留学生の増加、地域社会における国際化推進などによる 

国際都市への取組みを進めている。 

平成22年12月（ベトナム・ハノイ）、平成24年1月（中国 

・上海）開催の熊本大学フォーラムにおいてブースを 

設け、大学案内を行っている。なお、本コンソーシアムは 

現在本学が事務局校となっている。 

 

＊加入機関 

教育機関 九州看護福祉大学、九州ルーテル学院大学、熊本学園大学、熊本県立技術短期大学校、熊本県立大学、

熊本高等専門学校、熊本大学、熊本保健科学大学、尚絅大学・尚絅大学短期大学部、崇城大学、東海大

学九州キャンパス、中九州短期大学、平成音楽大学、放送大学熊本学習センター（14校） 

行政機関 熊本県（企画振興部）、熊本市（企画財政局） 

賛助会員 熊本県商工会連合会、熊本県中小企業団体中央会、熊本県経営者協会、熊本経済同友会、熊本県商工会

議所連合会、熊本青年会議所、熊本県工業連合会 

協賛会員 （財）くまもとテクノ産業財団、熊本大学生活協同組合、一般財団法人化学及血清療法研究所 

主な事業等 

①英語・中国語パンフレットの作成、留学フェア（日本学生支援

機構主催）・熊本上海事務所での配布。 

②留学生向けの就職説明会の開催：熊本県との共催で 

12月 18日開催した。参加企業 15社、参加留学生 92人 

③東アジア留学生（行政職員）インターンシップ事業： 

東アジア各国の大学院学生等を熊本市に受入れる行政インター

ンシップ事業を行い、3人を受入れた。 

④熊本市庁舎での行政研修 

第 9回熊本大学フォーラム（ハノイ）高等教

育コンソーシアム熊本ブース 

⑤「火の国まつり」おてもやん総おどりへの参加：8月 5 

日、留学生ほか約 50人が参加した。 

⑥熊本市営住宅を利用した留学生向け宿舎の確保：熊本 

市から 4 戸提供し、現在 1戸入居している。 

⑦留学生のインターンシップの検討 
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（出典：平成２１年度～平成２３年度熊本大学国際化推進機構活動報告書）  

 

 

 

 

 

（資料 C-2-2-2）熊本留学生交流推進会議  

 

今後さらに留学生の受入れの増加が見込まれる中で、留学生支援をしていくため、留学生
の教育を担う高等教育機関が関係団体等と密接な連携を保ちつつ地域をあげての支援体制
の充実に努力する必要があるとの観点から、留学生支援等への理解と協力を得ている団体
等も参画して、留学生の受入れ及び交流活動の推進を図るための具体的方策について協議
し、併せて地域住民の国際理解の増進に寄与することを目的として熊本留学生交流推進会
議を平成 4年 7月に設立しており、設置以降、本学が事務局校となっている。 
＊加入機関 

高 等 教

育機関 

熊本大学、熊本県立大学、熊本学園大学、東海大学九州キャンパス、崇城大学、尚絅大学、

九州ルーテル学院大学、熊本保健科学大学、平成音楽大学、九州看護福祉大学、中九州短

期大学、熊本高等専門学校（12校） 

国 及 び

地 方 公

共団体 

福岡入国管理局熊本出張所、熊本県、熊本市、熊本県市長会、熊本県町村会、熊本経済同

友会、熊本県商工会議所連合会、熊本県商工会連合会、熊本県中小企業団体中央会、公益

社団法人日本青年会議所九州地区熊本ブロック協議会、（社）熊本県貿易協会、一般社団法

人熊本県銀行協会 

国 際 交

流 関 係

等団体 

熊本県国際協会、財団法人熊本市国際交流振興事業団、熊本県海外技術研修事業後援会、

熊本ユネスコ協会、熊本ＹＷＣＡ国際部「留学生の会」、一般社団法人 輝け日本の会、

（社）熊本県国際農業交流協会、国際ロータリー第 2720 地区、ライオンズクラブ国際協

会 337-E地区、熊本県外国人留学生奨学会 

主な事業等（平成 23年度） 

①ウェルカムパーティ（春）（秋）：春のウェルカムパーティ 

を 5月 14日に熊本学園大学において開催し、日本人学生を 

含む 250人が参加した。秋のウェルカムパーティも 10月 30 

日に開催し、約 350人が参加した。 

②熊本留学生交流推進会議主催ボランティアガイド養成講座：  

5月 28日より毎週土曜日に全 8回実施。熊本や日本の事に 

ついてより深く知ってもらい、ガイド、母国での熊本の宣伝 

マンになってもらう。21人参加。 

③被爆体験講話：長崎県と共催し、被爆体験講話や原爆写真 

の展示を実施。被爆体験講話を 11月 19日に熊本大学の講義 

室で開催し、留学生、高校生、一般を含め約 40人参加した。 

④留学生シンポジウム、餅つき：12月 3日に開催し、「私が熊 

本の宣伝部長だったら」と題した、パネルディスカッション、 

会場との意見交換を行った。5人の留学生が熊本のすきなと 

ころ、すきなもの、良いところなどを日本語で紹介した。 

その後、「きね」と「うす」で餅つき、餅を丸めて参加者で 

食した。参加約 100人 

⑤留学成果発表会：2 月 18 日に実施し、熊本市国際交流会館を起点に、

午前中は 4コースで市内ハイキングコースを散策した。午後は、留学中に

学習した成果と、ハイキングの様子の発表を行った。参加約 70人 
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    （出典：平成２１年度～平成２３年度熊本大学国際化推進機構活動報告書）  

 

熊本留学生交流推進会議では、留学生を歓迎するための春と秋のウェルカムパーティの

開催、留学生が熊本の観光名所をガイドできるようになるためのボランティアガイド講座

の実施、留学生シンポジウムの開催等、留学生交流のための活動を本学が中心となって実

施してきた。 

 

 

（資料 C-2-2-3）くまもと都市戦略会議  

 
（出典：平成２１年度～平成２３年度熊本大学国際化推進機構活動報告書）  

 

（水準）  

 期待される水準を上回る。  

くまもと都市戦略会議は、熊本にとって何が優先的に必要であるか、またどうやって世界

の中で熊本の知名度を上げていくかなど、地域における都市戦略を構想・実現していくため、

熊本県、熊本市、熊本大学により、地域課題や将来ビジョンについて協議し、関係団体との

連携と機動的な取組みを推進することを目的に平成 22年 8月に設置され、県・市職員、本

学教職員等をメンバーとして 3つのワーキンググループを設置し、検討が始動した。 

 コンベンション都市づくり WGでは、①コンベンション誘致強化策、②既存施設の連携方

策、③新規施設の要否、④海外共同事務所の設置に関する検討、留学生を含めた学生のまち

づくり WGでは、①留学生を増加させるための方策、②学生を活用したまちづくり、③留学

生の活用策、④学生の地元就職対策、熊本駅から中心市街地にかけた賑わいの創出 WGでは、

駅周辺から中心市街地へのルート策定・地域資源掘り起こしなど観光客の誘致策等の検討

が進んだ。 

 各 WGにおいて、さらに実施に向けた具体的な取組みについての検討をするため、それぞ

れアクションチームが設置されてきた。 

留学生を含めた学生のまちづくり WG では留学生の宿舎確保、留学生や OB の交流・ネッ

ト-ワーク化の促進、留学生が活躍できる場・機会の創出等についてアクションチームを設

置し検討してきている。 

熊本上海事務所については、本会議設置後速やかにアクションチームに移行して着実に

検討・計画がなされ、平成 24年 1月の開所に至っている。 
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（判断理由）  

 大学コンソーシアム熊本と熊本留学生交流推進会議及びくまもと都市戦略会議の活動に

おいて本学が中核的な役割を果たし、地域の国際化のための地域貢献活動として、留学生

と地域住民が意見を交換し、双方を深く知り合う留学生シンポジウムなど毎年多くの事業

を実施しており、参加者の関心や満足度も高く、実施後の評価も良く、事業の年間総参加

者数が平成 21 年度の 600 人程度から平成 25 年度は 1,000 人を超えるまで増加してきてお

り、期待される水準を上回ると判断される。  

 

観点 2－3 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果が上

がっているか。  

（観点に係る状況）  

大学コンソーシアム熊本の活動においては、留学生のインターンシップ･就職支援は着

実に実績を重ねており、参加する留学生も安定的な参加者数を確保している。また留学生

支援のための相談窓口の活用推進や、留学生の地域活動への参加者数の確保など、活動の

成果が認められる。  

また、熊本留学生交流推進会議では、数多くのウェルカムパーティや留学生シンポジウ

ムへの参加者数を通して、留学生と日本人学生との国際交流が促進、ボランティアガイド

講座への留学生の積極的な参加など、留学生の満足度も高く、活動の成果が上がっている

と判断できる。  

 

（水準）  

 期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

参加する留学生の関心や満足度も高く、実施後の評価も良く、次回事業や将来の活動に

繋がる成果が上がっている。留学生の地域社会への関わりも増えてきており、地域社会全

体の国際化への貢献ができていることから、期待される水準を上回ると判断される。  

 

観点 2－4 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進センター運営委員会において、各種活動の報告を行っており、各委員から出

された意見を活動に反映させるよう取り組んでいる。  

大学コンソーシアムでは、国際交流部会（現、産学官連携部会）で協議をし、改善に取

り組んでおり、総会での活動実績報告、事業計画の提示を行い、各委員からの意見に基づ

き改善を行っている。熊本留学生交流推進会議では、本学が中心となって定例的に会議を

開催しており、事業毎に実施するアンケートの集計結果等を基に議論を行い、各大学から

の意見を集約して、従来からの事業をより地域社会全体の国際化に貢献できる形へ改善を

行い、留学生や地域の要望に応じて、熊本県と共催で外国人留学生のための就職説明会を

開催する等新しい事業を開始し、常に業務改善に取り組んでいる。  

さらに、大学コンソーシアム熊本等による活動について、国際化推進センター運営委員

会にフィードバックし、そこで各委員から出された意見を次の活動に反映させるようにす

るなど、これらの循環によって、より良い取り組みへの改善を行っている。  

 

（水準）  

 期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  
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国際化推進センター運営委員会での意見を受け、担当者レベルでの協議を経て、大学コ

ンソーシアム熊本の部会、総会への意見の反映、熊本留学生交流推進会議での協議の活性

化を行い、更に活動報告を同運営委員会へフィードバックしている。  

これらの循環により、より良い取り組みへの改善が行われていることから、期待される

水準を上回ると判断される。  

 

4.質の向上度の分析及び判定  

分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。 

 

 「大きく改善、向上している」  

 

「重要な質の変化あり」  

国際的な社会貢献として、平成 23 年度からの JICA 国際協力機構の国際協力事業への参

画により、大学教育研究の枠を超えて、アジアをはじめとした国際貢献に大きく寄与して

いる。 したがって、国際的な社会貢献の質は「大きく改善、向上している」と判断でき

る。 

 

分析項目Ⅱ 大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。 

  

「大きく改善、向上している。」  

 

「重要な質の変化あり」  

地域貢献活動に対する本学の取組は、大学コンソーシアム熊本や熊本留学生交流推進会

議の活動へ大きく寄与しており、その成果も確実に実績として表れている。  

地域の国際化への貢献活動の中核をなす存在として、国際化推進センターはその実行組織

としての役割を十分に果たしており、大きく改善、向上していると判断できる。
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Ⅳ 国際化の領域に関する自己評価書 
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1.国際化の目的と特徴  

 国際化推進センターは、「熊本大学の国際化に関する基本方針（平成 20 年 10 月 31 日役

員会承認）」に基づき、熊本大学国際化推進機構の中核組織を担い、国際化を推進･支援す

る組織として、熊本大学における国際交流の推進に寄与することを目的」としている（熊

本大学国際化推進センター規則（平成 20 年 11 月 27 日規則第 259 号）第２条（設置目的）。 

平成 21 年１月に従来の留学生センターを改組･拡充し、国際化推進機構会議及び国際化推

進運営会議で決定された事項の実施に関することをはじめとして、「基本方針」を達成する

ために必要な事項を行う組織として設置された。  

本学が、国立大学法人として高い水準の教育研究及び社会貢献を実施していくためには、

高い国際競争力を有し、国内外の優秀な学生･研究者を惹きつける大学環境を実現する必

要がある。このため、留学生や外国人研究者の受入環境の充実、大学環境の英語化（大学

Web ページや広報物、学内業務系文書、キャンパスのサイン等の英語併記）、海外拠点の整

備･活用や留学生募集プロモーションの強化、国際的な大学間連携の拡充、教職員の国際化

に対応したスキル向上など国際化推進の多彩な方策を展開している。  

国際化推進センターでは、「国際交流支援部門」及び「国際語学部門」の２部門を構成す

る教員、専門職（コーディネーター等）及び事務職員が協働して、大学全体及び各部局に

おける国際化事項の推進及び支援に取り組んでいる。各部門は、それぞれ以下のような業

務を担当している。 

「国際交流支援部門」  

学部･研究科等及び教員個人の国際交流･共同研究等の支援、グローバル COE の国際関連

事項、英語版 Web ページの整備、研究者情報データベースの充実等、留学生及び海外研究

者の生活支援、留学生の就職支援、本学学生の留学及び教職員の海外派遣時の支援  

「国際語学部門」  

 留学生を対象とした日本語教育、語学研修プログラム及び教材作成、海外留学のための

外国語試験への支援  

 

［想定する関係者とその期待］  

国際化推進センターが行う国際化の関係者は、以下のとおり広範囲に及ぶ。  

 

（1）留学生を含む在学中の学生及びその家族並びに将来本学への留学が見込まれる海外

の学生･生徒及びその家族  

（2）外国人を含む教職員及び外国人研究者及びその家族  

（3）交流協定校を含む国内外の教育機関  

（4）地方自治体、地域住民、企業、国際交流団体その他熊本を中心とした地域の国際活動

に様々な形で取り組んでいる関係者  

 

これら関係者からは、本学の目的の一つである「世界に開かれた情報拠点として、各国

の大学や研究機関と学術的･文化的交流を積極的に推進するとともに、本学学生を国際社

会に送り出し、留学生教育とその支援体制を充実することによって、学術文化の国際的発

展に貢献する」ことが期待されている。  

 

2.優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】  

 大学全体の目標として「熊本大学アクションプラン 2010」」に定められた、「国際化の推

進」の部分において、積極的に国際化を図っている (英語による授業の拡充、留学生 500 人

計画の推進、国際交流協定校を 150 校に増加させる)。平成 25 年度までに留学生 500 人及

び国際交流協定校の 150 校を達成しており、現在も数の増加が継続しており、国際化を進

めている。  
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 留学生等の増加に伴い、プログラムコーディネーター、ライフサポート･ハウジングコー

ディネーター等の専門職員を雇用し、専門性の高い業務に対応する一方、分散している３

地区のキャンパスに、英語の堪能な国際業務専従の事務職員国際業務推進オフィサーを各

１名ずつ配置し、国際業務ワンストップサービスを実現した。  

これらの組織体制により、渡日時の生活立ち上げ、日本語･日本文化学習、専門科目の学

習のサポート、住居サポート（国際交流会館、民間アパート入居時の機関保証）、在留資格

申請取次サービス、交流サポート（留学生交流パーティ、留学生実地見学旅行）など、幅

広い支援を行っている。  

 

【改善を要する点】  

 現在のところ、学部において英語だけで卒業できるコースや授業数は少ないため、今後

増加させるための方策を検討する必要がある。学部正規学生については、全学的に外国人

特別選抜試験を実施してきたが、入試の時期や国内入試であること、各部局等で個別に実

施してきたため、入学者増に繋がってないため今後方策を検討する必要がある。また、教

育改革戦略会議にて、教育の国際化について、抜本的に改革する方向で検討を進め、学事

暦の国際対応を目指して、クォーター制および２ヶ月完結型サイクルの導入について検討

する必要がある。  

 

3.観点ごとの分析及び判定  

（1）分析項目Ⅰ  目的に照らして、国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げてい

ること。  

観点 1－1 国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方

針が定められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進センターの国際化活動として、海外連携と国内大学間連携の強化、国際的な

情報発信、海外拠点と海外同窓会組織の整備、教職員の国際スキル向上、国際的な大学環

境創出のための基盤整備を中心とした戦略に関する方策を全学で定めており、それらの目

標の実施のために、以下の第二期中期目標･中期計画を策定して実行に移した。  

 

第一期に設置された「国際化推進機構」が中心となり、学内文書の英語･中国語･韓国語等

への多言語化やワンストップサービスをはじめとする国際化に対応した留学生･外国人研

究者への支援環境の整備を強化する。（計画番号 55） 

 

本学に留学した学生の組織化、海外オフィスの増設など、海外拠点の整備を進めるととも

に、教育･研究に関する取組を世界に向けて発信する。（計画番号 56） 

 

海外オフィス、リエゾンオフィス等を活用して、国際的な情報発信機能を高め、第一期に

引き続き海外フォーラム等を計画的に開催する。（計画番号 85） 

 

またそれぞれの目標の中で下記の「達成状況･到達点」が定められている。  

 

より多くの優秀な人材にとって魅力のある「知」の拠点となり、人的交流を一層活性化さ

れるうえで、大学における勉学･研究･生活環境が総合的に向上し、留学生･外国人研究者の

満足度向上が具現化する。（計画番号 55） 

 

国際社会との結びつきを強化し、存在感のある大学になることを目指すために、卒業生の

ネットワーク作りや海外拠点拡充を実現することにより、キャンパスから世界へ拡がる教

育研究交流と学生交流の深耕に貢献する。（計画番号 56） 
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様々な大学情報の多角的･能動的な発信を多層的に展開することにより、大学の個性や特

長、教育研究の優位性を内外に強くアピールする。そして、世界の高等教育コミュニティ

における評価や大学ランキングの向上を図るなど、国際的ブランド力を確立する。（計画番

号 85） 

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

 上記の目的･計画は、本学の Web ページ等で公開され、内外に公表･周知されており、さ

らに学内の会議に目標値を達成した事も報告を行っている。目標を達成するためにふさわ

しい計画や具体的方針を国際化推進センター長と検討の上定めており、多様な広報を行っ

ている状況から、期待される水準を上回ると判断される。今後も、国際化推進機構会議、

国際化推進運営会議及び国際化推進センター運営委員会で決定された事項について速やか

に実行･展開できるように体制の整備を進めていくと共に更なる学内の国際化を進めてい

る。 

 

観点 1－2 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

〇国際的な情報発信と広報活動  

「熊本大学フォーラム」については、平成 22 年度に実施したハノイでは、約 520 名が来

場、ハノイ建築大学･フエ科学大学及びホーチミン工科大学との大学間交流協定を締結、参

加校の学生による研究発表及び研究者による講演が行われた。平成 23 年度に実施した上

海では、約 170 名が来場、中国の交流協定校との懇談会、在上海熊本大学 OB の交流会、両

大学による教育研究分野の紹介などが行われた。  

これまで、「熊本大学フォーラム」の在り方について全学的な方針を策定していなかった

が、平成 24 年度に国際化推進機構会議において審議を行い、「熊本大学フォーラム」の位

置づけ及び基本方針を策定した。今後の基本方針として、①海外において開催すること②

海外オフィスを中心とした国･地域での開催を優先すること③原則として隔年毎の開催と

すること④他部局参加型の全学的開催とすることなどが決定された。 

方針決定後のフォーラムでは、国際的なプレゼンスの向上、国際交流ネットワークの拡

充や留学生招致拡大による人材交流の促進を目的として開催した。平成 25 年度に実施し

たインドネシア･スラバヤでは、約 1,000 名が来場、アイルランガ大学との大学間交流協

定、スラバヤ工科大学との修士課程ダブルディグリープログラム協定を締結、今後の留学

生増や国際共同研究の一層の発展が期待される。（資料 D-1-1-2-1）フォーラム開催ごとに

協定校も増加しており、国際化の推進にも寄与している。  

 

（資料 D-1-1-2-1）熊本大学フォーラム  

第 10 回熊本大学フォーラム（スラバヤ）でのアイルランガ大学との大学間学術交流協定

調印式 
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（出典：熊本大学 Web ページ 
（ http://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/kumadaiforum/10_forum ） ） 

 

また、国際化推進センターでは、兼務教員をはじめとした多くの教職員の協力を得なが

ら、留学生募集のために国内外で行われる日本留学フェア（資料 D-1-1-2-2）や進学説明

会へ（資料 D-1-1-2-3）の参加や海外の重要協定校の訪問等を企画･運営している。（資料

D-1-1-2-4）また、博士課程教育リーディングプログラム「グローカルな健康生命科学パイ

オニア養成プログラム HIGO（HIGO プログラム）」をはじめとした本学の優れた大学院教育

の海外における広報･留学生募集活動や、工学部の優秀な学部生を受け入れる、文部科学省

「日韓共同理工系学部留学生」事業（資料 D-1-1-2-5）の広報活動などにも大きく貢献し

ている。  

 

（資料 D-1-1-2-2）日本留学フェア  

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
 

（資料 D-1-1-2-3）国内進学説明会  
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（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 D-1-1-2-4）海外協定校等における大学紹介活動  

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
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国際化推進センターニュース Interface の刊行  

（年 2 回・日本語・英語）  

（資料 D-1-1-2-5）海外協定校等における大学紹介活動  

 

（ 出 典 ：熊 本 大 学 Web ページ（ http://www.kumamoto-

u.ac.jp/kokusaikouryuu/gaikokujinryuugakusei/nikkan）） 

 

国際化推進センターが取り組む広報活動の一環として、様々な広報物の制作も積極的に

行っている。主なものとして、国際化推進センターの広報誌、「Interface」（年２回･日

本語･英語）、「熊大通信特別号 Letters」（2013 年 11 月･英語のみ）などがあるが、幅広

い国際活動を紹介することによって大学の国際化に対する学内外の理解と関心を深める効

果をもたらしている。（資料 D-1-1-2-6） 
 
（資料 D-1-1-2-6）国際化推進センターニュース Interface、熊大通信特別号 Letters 
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国際交流の活動状況を紹介  
（英語版は本学 HP で電子データで提供）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（出典：熊本大学 Web ページ（http://www.kumamoto-

u.ac.jp/kokusaikouryuu/magazine）） 

 

○海外拠点の拡充  

本学の海外オフィスは、本学が教育等の国際交流に資するために海外に設置している事

務所であり、留学生に関する業務、本学と外国の研究者による共同研究、学術･教育交流の

推進及び本学の情報発信等を行うものである。平成 17 年 10 月に上海オフィス、平成 20 

年９ 月に韓国 KAIST オフィス、平成 22 年４ 月にインドネシア ITS オフィス、平成 23 年

３ 月に大連オフィスを設置した。また、平成 24 年１月には従前の上海オフィスに代わる

上海での拠点として、熊本県、熊本市熊本上海事務所（新上海オフィス）を開設した。（資

料 D-1-1-2-7） 

上海オフィスでは、留学生誘致のための広報･募集活動について大学訪問による誘致を

実施しており、また交換留学予定者に対する支援として、事前準備（ビザ申請等）のサポ

ートを行っている。さらに、協定大学等との学術交流推進の支援を実施しており、上海交

通大学との友好協議の支援や大学訪問を上海師範大学など 14 大学で実施している。協定

大学等との共同教育プログラム開発･実施の支援を行っており、工学部が平成 26 年度から

の導入を予定している秋季編入学プログラムについて、中国の協定校である山東大学への

説明及び留学生受入れに向けた具体的協議の支援を行っている。また、「 HIGO プログラム」

でのインターンシップの手配や社会文化科学研究科の中国短期調査実施へのサポート、定

期的な同窓会の開催による中国におけるネットワークの拡充も行っている。  

ITS（スラバヤ工科大学）オフィスでは、平成 25 年にインドネシア･スラバヤにおいて

開催した「第 10 回「熊本大学フォーラム」」において、在インドネシアの本学卒業生･修了

生 20 名が集まり意見交換等を行って、現地同窓会が発足した。発足に当たり、インドネシ

ア政府通信情報技術省資源計画部長である本学 OB を会長役として、年に１回程度の定期

的な会合を開催することを決定した。  

 

（資料 D-1-1-2-7）国際連携教育･共同研究ネットワーク  

熊大通信特別号 Letters の発行  

（平成 25 年 11 月・英語のみ）  

未来の留学生に向け、在学中の留学生の

声と熊本での生活体験を情報提供  
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（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 

 

○海外連携の強化  

海外の学術･教育機関との国際交流の推進、本学学生の国際的な視野を広げるための派

遣校の増加により、質の高い留学生の受け入れを促進し、国際交流協定の充実を図ってき

た。平成 25 年度には、第二期中期目標･中期計画期間中における目標としていた国際交流

協定数 150 校（30 ヶ国）を達成した。（資料 D-1-1-2-8）また、アジアをはじめ、米国、フ

ランス及びアフリカ地域からも本学への表敬があり、開かれた交流を行ってきた。（資料 D-

1-1-2-9） 

 

（資料 D-1-1-2-8）国際交流協定校の推移  

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
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（資料 D-1-1-2-9）本学への表敬訪問の実績  

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
 

○国際的な大学環境の整備  

第二期中期目標･中期計画において、「第一期に設置された「国際化推進機構」が中心と

なり、学内文書の英語･中国語･韓国語等への多言語化やワンストップサービスをはじめと

する国際化に対応した留学生･外国人研究者への支援環境の整備を強化する。」（計画番号

55）を定めており、外国人留学生･研究者に対し、より快適なキャンパス生活を提供するた

め、積極的に国際化のための環境整備を行っている。国際化推進センターでは具体的な取

組として①学外 HP の英語化②学内文書の英語化③学内キャンパスの多言語看板の整備を

行った。  

平成 21 年度に、大学 HP 多言語版（英中韓）のデザインを一新し（資料 D-1-1-2-10）、

アクセシビリティを向上させた。留学･奨学金に関する情報や、大学概要パンフレット（英

中韓版）PDF 版を掲載し、ユーザーとのコミュニケーションを図るため、FAQ および問い合

わせフォームのページを設けた。また、学内文書英語化の実施件数が、平成 21 年度の 305

件、平成 22 年度の 23 件、平成 23 年度の 118 件と合計 446 件と実績をあげており、学内

のグローバル化を推進する事ができた。  

 学内看板･サイン等の多言語併記については、大学構内の案内板や標識等の英語併記化

ならびに五高記念館内のサインの多言語化を推進している。（資料 D-1-1-2-11）各キャン

パスにおける国際業務ワンストップサービスでは、人文社会科学･教育系、自然科学系、生

命科学系の３地区に、英語の堪能な国際業務専従の事務職員「国際業務推進オフィサー」

を１名ずつ配置し、大学･部局の国際業務における事務支援及び業務の円滑化を推進して

おり、学内のグローバル化の整備に必要不可欠である。  

 

（資料 D-1-1-2-10）学外 HP の英語化  
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（出典：熊本大学 Web ページ 
（http://ewww.kumamoto-u.ac.jp）） 

 

（資料 D-1-1-2-11）学内キャンパスの多言語看板の整備  

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
 

○国際化に対応した教職員のスキル向上に向けての取組 

 教育の国際通用性の向上を図ることは、大学の国際化を推進する戦略の一つとして極め

て重要であり、特に次世代の教育・研究現場をリードする教員の英語による教授力･コミュ

ニケーション力の向上が求められている。このため、平成 22 年度から２年間で、「教育の

国際化推進のための海外 FD 研修」として、カナダ･アルバータ大学（熊本大学交流協定校）

及び米国･カリフォルニア州立大学フラトン校へ教員計 17 人を派遣し、英語による教授法

等に関する２週間の研修を実施した。（資料 D-1-1-2-12） 

 平成 24 年度からは、カナダ･アルバータ大学から講師を招へいして、学内で３日間の FD

研修を実施した。  
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（資料 D-1-1-2-12）教育の国際化推進のための (海外)FD 研修 

教 育 の 国 際 化 推 進 の た め の ( 海 外 )FD 研 修 参 加 者 （ 平 成 22 ～ 25 年 度 ）

 
（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 

 

また、学内の事務職員の英語力の向上にも力を入れている。具体的には、平成 21 年度か

ら、「国際関連業務スキル向上研修」として、本学の事務系職員を対象に日常の業務で活用

できる実用的な語学研修を実施しており（資料 D-1-1-2-13）、これまでに、初級 59 人、中

級 23 人、合計 82 人が修了している。（資料 D-1-1-2-14）さらに、研修の参加者に対し、

「熊本大学フォーラム」（ハノイ、上海）等の海外事業の運営に携わる形での国際業務体験

を実施し、座学の成果を海外で生かす実務研修を行った。  

 

（資料 D-1-1-2-13）国際関連業務スキル向上研修①  

国際関連業務スキル向上研修講義風景 

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
 

（資料 D-1-1-2-14）国際関連業務スキル向上研修②  
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国際関連業務スキル向上研修参加者の推移  

 

 

 

年 度 初級  中級 合計 

平成 21 年度 16 - 16 

平成 22 年度 15 10 25 

平成 23 年度 12 6 18 

平成 24 年度 6 7 13 

平成 25 年度 10 - 10 

合 計 59 23 82 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
 

（水準）期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

 「熊本大学フォーラム」開催による国際的な情報発信と広報活動の強化、日本留学フェ

ア及び国内進学説明会への参加、海外協定校等における大学紹介活動の充実により、第二

期中期目標･中期計画で定められた数値を超えており、計画に基づいた活動を適切に実施

し、着実に実績が向上していることから期待される水準を上回ると判断される。  

 

観点 1－3 活動の実績及び学生･研究者の満足度から判断して活動の成果があがってい

るか。 

（観点に係る状況）  

第８回から第 10 回まで開催した「熊本大学フォーラム」（資料 D-1-1-3-1）後の協定校

や留学生の伸びを分析すると、平成 22 年度に実施の第８回ハノイフォーラムの後は、ベト

ナムでは平成 25 年度までに協定校が２校増加し、翌年の留学生数も５名増加した。また、

平成 23 年度に実施した第９回上海フォーラムの後は、中国では協定校が５校増加し、留学

生数は 50 名増加した。（資料 D-1-1-3-2）平成 25 年度に実施した第 10 回スラバヤフォー

ラムの後は、アイルランガ大学との協定締結、スラバヤ工科大学との修士課程ダブルディ

グリー協定締結等により、留学生数の増加や一層の人材交流の進展が期待できる。  

 

（資料 D-1-1-3-1）熊本大学フォーラム  

熊本大学フォーラム開催実績 

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
 

（資料 D-1-1-3-2）国際交流協定校及び外国人留学生数の推移  
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（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 
 



熊本大学国際化推進センター 

44 

 

 

教員の英語による教授力・コミュニケーション力の向上のため実施している「教育の国

際化推進のための FD 研修」については、研修者の満足度が非常に高く（資料 D-1-1-3-3）、

本研修参加者が中核となって国際教育プログラムの充実に向けた活動を促進し、学部・大

学院の教育面における国際的な大学づくりに寄与している。  

 

（資料 D-1-1-3-3）平成 22～平成 25 年度 FD 研修 アンケート集計結果等 

H22 年度 

 

 

（出典：平成 22 年度第 8 回（H22.12.13）国際化推進運営会議資料）  
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H23 年度 

 

 

（出典：平成 23 年度第 3 回（H23.6.28）国際化推進運営会議資料）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24 年度 
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（出典：平成 24 年度第 9 回（H25.3.18）国際化推進運営会議資料）  

H25 年度 

 

（出典：平成 25 年度第 7 回（H26.3.10）国際化推進運営会議資料）  
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（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

第８回から第 10 回まで開催した「熊本大学フォーラム」により、国際的な知名度が向上

し情報発信が強化された。これにより、協定校数及び留学生数が伸びている。また、教員

の英語による教授力・コミュニケーション力の向上のため、平成 22 年度から平成 25 年度

まで実施した「教育の国際化推進のための FD 研修」により、学部・大学院における国際教

育プログラムの充実に向けた活動が促進され、教育の国際通用性が向上していることから、

期待される水準を上回ると判断できる。  

 

観点 1－4 改善のための取り組みが行われているか。  

（観点に係る状況）  

 国際化活動の状況を検証する組織は、国際化推進センター委員会である。当委員会に事

業の実施報告を行い、学内選出委員から改善のための意見を仰ぐこととしている。  

「熊本大学フォーラム」では、平成 24 年度の国際化推進機構会議で、「熊本大学フォー

ラム」の位置づけ及び基本方針を策定し、より熊本大学の国際化を推進するための候補地

の検討を行い、候補地の OB・OG との交流を活発に行ってきたが同窓会との密接な交流はな

かった。 

しかし、平成 25 年度の「熊本大学フォーラム」では、全学で初めてとなる修士課程のダ

ブルディグリープログラムの協定締結及びインドネシア同窓会の発足を行うことができ、

平成 25 年の「熊本大学九州連合同窓会」設立記念式典に海外同窓会代表者として、インド

ネシア同窓会代表者が出席するなど、国内同窓会の活動に同窓会活動の活発化にも貢献す

ることができた。（資料 D-1-1-4-1） 

 

 

（資料 D-1-1-4-1）留学生 OB・OG による海外同窓会 

九州連合同窓会設立記念式典で挨拶するインドネシア同窓会代表者  

 

（出典：熊本大学 Web ページ 
（ http://www.kumamoto-

u.ac.jp/sotsugyousei/dousoukai/kyusyurengo/setsuritu0419））  

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  
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（判断理由）  

 情報発信については、近年は大学の英語版 Web ページにニュースを掲載する大学が増え

てきている。また、本学に興味･関心がある海外の研究者･学生が問い合わせをすぐに出来

る環境の整備も進んでいる。本学でも、英語での情報発信が増加することで、紙媒体での

印刷コストや郵送料を抑えるとともに、 FAQ および問い合わせフォームのページを設けた

事でワンストップサービスの実現にもつながった。  

 上記により、期待される水準を上回ったと判断できる。  

 

4.質の向上度の分析及び判定  

 

（1）分析項目Ⅰ  目的に照らして、国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げてい

ること。  

 

「重要な質の変化あり」  

 国際化推進センターでは、大学の国際化を支える基盤を形成するための取組として、学

内文書の多言語化（英語･中国語･韓国語）や各キャンパスへの国際事業推進オフィサーの

配置によるワンストップサービスをはじめとする国際化に対応した留学生･外国人研究活

動の支援環境の整備を強化した。  

 外国人留学生の受入については、第二期中期目標･中期計画期間の目標としていた年間

の留学生受入数 500 名を平成 23 年度に達成しており、引き続き留学生数増加を図るため、

様々な施策に取り組んでいる。  

また、本学に留学した学生の組織化（同窓会組織の設立）、海外オフィスの増設など海外

拠点の整備を進めるとともに、それらの拠点を活用して、本学の特徴的な教育研究活動を

国際的に情報発信するため、第一期に引き続き海外フォーラム等を開催した。  

 その結果、第二期中期目標･中期計画期間中の目標としていた国際交流協定校 150 機関

を平成 25 年度に達成した。  

 以上により、国際化推進センターが国際化推進機構の中核組織となって推進した本学の

国際化の質は「大きく改善、向上している」と判断できる。 
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Ⅴ 教育研究支援に関する自己評価書 
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1.教育研究支援の目的と特徴  

本学の国際化推進活動を展開する上で、教育研究支援の観点からの活動は大学のミッシ

ョンとして最も重要な領域である。国際化推進機構の活動にとどまらず、教育と研究の発

展向上のための教育システム改革や世界レベルの研究拠点強化は、グローバル化の要素と

非常に密接な関係にあり、第二期中期目標･中期計画における教育及び研究の各項目の総

括的な目標は、「熊本大学アクションプラン 2010」（資料 E-1-1-1-1 参照）において、国際

的な通用性や先端性の希求から以下のとおり掲げられている。  

 

（資料 E-1-1-1-1）アクションプラン 2010 4 つの約束＝教育、研究  
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（出典：熊本大学ホームページ）  

 

国際化推進センターは、外国人を対象とする日本語･日本事情教育、交流協定校等との共

同教育プログラム、そして日本人学生へのグローバル教育を重点的に推進している。我が

国の高等教育の国際化を図る戦略に対応して、本学でも留学生の受入強化を柱のひとつと

し、多様な留学生に対する受入環境の整備、学修･生活支援のための多彩なサービスの提供

を行ってきた。また近年、日本人学生を対象としたグローバル人材育成が重要視されつつ

ある。そのため本学においても、海外留学を含むグローバル教育の推進を現在最もクリテ

ィカルな目標テーマとしている。海外留学プログラムの開発、留学促進のための啓蒙･広報

活動、外国語力向上のための研修、学内資金による留学助成といった事業を継続的に行っ

ている。  

学生の双方向交流を活発化させるためには奨学金の獲得が重要であるが、学内の助成事

業以外にも日本学生支援機構（ JASSO）の「海外留学支援制度」等の外部資金獲得拡大にも

積極的に取り組んでいる。  

そして、国際化推進センターは、自ら直接的に行う方策のみならず、大学院、学部教育

の国際化に関する支援も幅広く行っている。  

研究について本学は、過去の戦略から今日の第二期中期目標･中期計画及び「熊本大学ア

クションプラン 2010」に至るまで、一貫してグローバルな研究拠点大学を目指すことを基

本方針として標榜している。それに向けて、大学院先導機構と各研究科を中心に、生命、

自然及び人文社会各系のグローバル先端拠点化に向けた戦略が加速的に進められている。  

国際化推進センターによる研究支援の活動は、主に国際的な研究者交流を活発化させる

競争的資金の獲得強化や学内助成事業の強化に向けて、学内講師による「国際交流事業採

択促進セミナー」を実施している点や、学内横断的な研究者交流事業の企画･実施も手掛け

ていることなども特徴的である。  

 

［想定する関係者とその期待］  

想定する関係者は、本学の学生、教職員、学外の教育･学術関係者、そして将来本学にお

いて学修または研究を希望する生徒･学生や研究者などが直接的な関係者となる。このほ

かにも、国際化推進センターが取り組む国際的な教育研究支援の幅広い活動に関わる関係

者は多岐にわたり、その想定範囲は非常に広い。これら関係者の期待は、大学のグローバ

ル化が推進されることによって実現する関係者への様々なプログラムやサービスの向上で
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あり、本学の関係者として充実した国際的な教育研究支援のメリットを享受できることで

あると考えられる。  

 

2.優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】  

教育研究の支援活動に関して、国際化推進センターと学内外の教育、研究の推進組織と

の連携が円滑にとれていることで、留学生と日本人学生、研究者の国際交流のそれぞれの

施策を多面的に展開することができた点は優れた点と言える。  

留学生の受入については、特に国際交流協定校を中心に、交換留学プログラム（英語コ

ース、日本語コース）を実施しているが、協定校数の増加に伴い、入学者の増加に結びつ

いている。また、日本語･日本文化研修留学生（大使館推薦国費留学生）については、重点

的な広報活動が基点となって、大幅な入学者の増加に結びつけている（３年間で２人から

９人へ増加）。  

日本人学生の海外留学に関しては、学内の留学説明会「留学のススメ」、メーリングリス

トによる情報配信サービスおよびウェブサイト等によって留学情報発信を行い、海外留学

の動機付けを行っている。そして、協定校への交換留学、サマースクール、海外語学セミ

ナー、研究目的の海外インターンシップ、学生主体の国際会議等の多彩な留学プログラム

を提供している。  

外国人研究者の増加については、国際化推進センター等において、各種メディア（世界

的な学術雑誌等）を利用した国際公募を行っており、他の部局等においても、新規採用は

透明性の高い公募により行われ、研究･教育実績だけではなく、候補者の国際性（海外経験

等）を重視した審査指標を設定している。また、本学独自の研究者派遣の助成制度「若手

国際共同研究スタートアップ事業」も実施するなど、研究者交流の活発化のために、様々

な支援事業を展開している。  

 

【改善を要する点】  

国をあげたグローバルな大学改革の進展とともに、学内における教育、研究と国際化の

関連付けをどのように整理して今後の大学の戦略の構築と組織の見直しを図っていくかを

国際化推進機構と連動して担っていくことが、国際化推進センターにとっての課題として

も重要な論点である。  

外国人留学生の急増により、対応が後手に回るケースが散見される。留学生の動向を十

分に注視し、必要ならば事前にクラス数を増やすなど、対応を検討する必要がある。また、

日本人学生と留学生との協働による授業は、日本語教員個人レベルでの授業での実践にと

どまっており、大学の授業として、日本人と留学生が同じクラスで学ぶ体制作りが望まし

い。 

 

3.観点ごとの分析及び判定  

（1）分析項目Ⅰ  大学の目的に照らして、教育研究支援活動が適切に行われ、成果を上げ

ていること  

観点 1－1 教育研究支援活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画

や具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

「熊本大学アクションプラン 2010」及び第二期中期目標･中期計画で規定されている全

学の国際化推進の方針を、実働組織としての国際化推進センターや各部局等の現場におい

て具体施策として立案実行できるよう、大学全体の大きな方針として、留学生 500 名、日

本人学生の海外留学 250 名の達成が設定された。この目標に到達するために、教育研究支

援の視点での大学の国際化向けた計画の主旨は、第二期中期目標･中期計画の以下の項目

に盛り込まれており、同内容は本学の Web ページに掲載し、目的と計画を広く公表してい
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る。 

 

〇学生の海外研修や調査研究、国際会議やシンポジウムへの参加を促進するために、情報

提供及び助成等の支援を展開する。（計画番号 31） 

 

〇英語による授業の実施、留学生を対象とする日本語教育の充実、交流協定校等との教育

プログラムの拡充などを通じて、学生の国際的な交流を推進する。（計画番号 51） 

 

〇外国人教員･研究者の受入を拡大するとともに、秋季入学の実施拡大など、教育環境を整

備する。（計画番号 52） 

 

〇研究者交流を大学として推進するために、国際的研究ネットワーク等を充実させ、国際

的研究環境を整備する。（計画番号 53） 

 

外国人に対する日本語･日本事情教育は、「日本語クラス案内」を、学期ごとに学期の始

まる１カ月前に完成し、配布している。本学 Web ページからダウンロードも可能で日本語

研修コースは、国際化推進センター運営委員会にて、授業期間、内容等の審議を受け承認

されたうえで、実施されている。  

日本語･日本文化研修生は、文科省のサイトにあるガイドブックに本学の募集記事が掲

載されている。「熊本大学サマープログラム」は国際化推進センターの短期留学専門委員会

で毎年事前に審議され計画が定められ、その後、募集要項が海外の交流協定校等に配布さ

れ募集が始まる。日本人向けの日本語教育の講義は、教養教育授業計画書と文学部授業計

画書にシラバスを毎年掲載し、熊本大学 Web ページのシラバスからも閲覧ができる。  

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

これらの目的･計画は、本学の Web ページに掲載されており、内外に公表･周知されてい

るとともに、学内の対応としては、国際関係の会議体や委員会等での検討を経た後、事案

に応じて連携する学内教育組織または研究組織と連動し円滑な事業運営に向けた連絡帳も

しっかりとできていることから計画等の適切な設定と周知･公表については期待される水

準を上回ると判断される。  

 

観点 1－2 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

国際化推進機構の企画検討をもとに、教育研究の支援活動において専ら国際化推進セン

ターが実働機能を果たす事業の結果に伴い、平成 22～25 年度の本評価期間についても留

学生受入、日本人学生の海外留学、そしてグローバルな研究者交流について以下のような

事業実施と活動成果を残している。  

 

◆留学生受入の拡充  

（1）日本語及び日本事情の教育 

 日本語及び日本事情に関する教育は、対象者や学習目的に応じて以下の４つに分けられ

るが、留学生の増加に伴って常に変化する留学生の特性やニーズを把握しながらその多様

化に対応している。  

 

①  日本語研修コース：大使館推薦国費研究留学生、同国費教員研修生及び日韓共同理工
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系学部留学生を対象とした前後期それぞれ６ヶ月間の予備教育コースである。  

②  日本語日本事情：正規学部留学生のための教養教育の一つであり、外国語科目（必修

外国語･自由選択外国語）として提供している。学部特別聴講学生、大学院生や大学院

特別聴講学生、大学院特別研究学生、学部･大学院研究生などの留学生、熊本大学に在

籍している外国人研究員も受講できる。  

③  短期留学コース：学部特別聴講学生（交換留学生等）を対象とし、英語による短期留学

プログラム科目を主に受講するコースⅠと、所属学部開講専門科目及び日本語日本事

情科目を主に受講するコースⅡがある。  

④  日本語･日本文化研修プログラム：日研生プログラムと呼び、各学生の目的に合わせ、

「日本語能力向上コース」と、「日本事情･日本文化研究コース」に分かれる。期間は９

月から翌年の９月までの１年間である。  

 

（2）日本人学生向けの日本語教育科目  

 教養教育及び文学部日本語教育課程において、日本語教育科目を提供している。日本語

を意識し、日本語を教えることができるようになることで、日本人学生をグローバル人材

として育成することを目的としている。  

 

（3）留学生を対象とした多彩なプログラム  

受け入れた留学生の経験の質と満足度を高め、長期的な留学生の受入増加を着実に実現す

るために、本学では正規の授業とは別に留学生向けの様々な課外活動や特別プログラムを

企画･運営している。主なものとしては、「熊本大学サマープログラム」（資料 E-1-1-2-1）、

「留学生実地見学旅行」（資料 E-1-1-2-2）、「留学生交流パーティ」（資料 E-1-1-2-3）など

が挙げられる。  

 

（資料 E-1-1-2-1）熊本大学サマープログラム  

 
（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  

 



熊本大学国際化推進センター 

56 

 

（資料 E-1-1-2-2）留学生実地見学旅行  

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  

 

（資料 E-1-1-2-3）留学生交流パーティ（ 12 月） 

 

 

（出典：熊本大学 HP、ポスター資料）  

 

◆日本人学生の海外留学の促進  

本学は世界で 150 校を超える交流協定校を有しており、これらのパートナーの協力のも

と、半年または１年間の（派遣）交換留学から夏季･春季休暇中の短期のグループ海外研修

（「熊本大学海外語学セミナー」ほかまで、様々な海外留学の機会を日本人学生に提供して

いる（資料 E-1-1-2-4）。  

国際化推進センターでは、海外留学を希望する日本人学生への指導助言から、英語力を

向上させるための講座の企画運営を行うとともに（資料 E-1-1-2-5）、留学先、プログラ

ムの拡充と留学を薦める広報活動としての各種説明会実施、学内資金による留学助成、

「熊本大学国際奨学事業」（資料 E-1-1-2-6）、「熊本大学国際共同教育事業」（資料 E-1-1-

2-7）の運営など、幅広い取組を手掛けている。留学前の支援に加えて、実際に留学中の

学生の安全管理を適切に管理するために、平成 22 年７月より「海外派遣時における民間

の危機管理サービス」を導入している（資料 E-1-1-2-8）。 
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（資料 E-1-1-2-4）海外派遣留学の状況  

 
（出典：H26.8.19 大学改革シンポジウム） 

 

（資料 E-1-1-2-5）海外派遣のための語学力向上支援  

 
（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  

 

 

 

 

 

（資料 E-1-1-2-6）熊本大学国際奨学事業  



熊本大学国際化推進センター 

58 

 

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  

 

（資料 E-1-1-2-7）熊本大学基金による交換留学支援制度  

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  

 

（資料 E-1-1-2-8）海外派遣時における民間の危機管理サービスの導入  

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  
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◆学生交流のための外部資金獲得  

留学生の受入増加を図るうえで、文部科学省をはじめとした外部機関の奨学金をより多

く獲得するための取組を積極的に行っている。以下はその実績の概要である。  

 

・国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム（資料 E-1-1-2-9） 

国公私立大学の大学院が実施する国際的に魅力のある留学生受入プログラムを国が選定  

し、優先的に国費留学生の配置を行う事業。  

 

（資料 E-1-1-2-9）国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラムの実績  

 

 

（出典：留学生受入データを基に作成） 

 

（資料 E-1-1-2-10）留学生交流支援制度の実績 

 

（出典：奨学金給付データを基に作成） 

 

・中国政府「国家建設高水平大学公派研究生項目」事業（資料 E-1-1-2-11） 

中国政府の国家留学基金管理委員会が、 1997 年から中国国内のトップレベルの 60 大学

に在籍する次代の中国を担う優秀な若手研究者（大学院修士課程修了生、又は博士後期課

程在籍者）を積極的に諸外国高等教育機関に派遣する国家事業。  
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（資料 E-1-1-2-11）国家建設高水平大学について  

 
（出典：平成 26 年度第 3 回国際化センター運営委員会資料） 

 

◆各部局の国際教育活動の支援  

国際化推進センターは、他の学部、研究科が推進している様々な国際共同教育プログラ

ムの事業サポートも行っている。大学院自然科学研究科のダブルディグリープログラム（資

料 E-1-1-2-12）、国学に工学部の国際編入プログラム（資料 E-1-1-2-13）などがその主な

取組である。 

 

（資料 E-1-1-2-12）ダブルディグリープログラムの締結状況（大学院自然科学研究科）  

 

締結年月日  学位  大学名（部局名）  国名  

H20. 9.17 博士  スラバヤ工科大学  インドネシア  

H21. 6.23 博士  高尾第一科技大学工学院  台湾  

H21. 9.11 博士  南台科技大学工学院  台湾   

H22.12. 1 博士  AGH 科学技術大学  物質科学部  ポーランド  

H24. 6. 8 博士  培材大学校一般大学院  韓国  

H24.12. 7 博士  バンドン工科大学  インドネシア  

H25.11.26 修士  スラバヤ工科大学  インドネシア  

（出典：H26.8. 19 大学改革シンポジウム） 
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（資料 E-1-1-2-13）工学部国際編入プログラムの実績  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （出典：留学生受入データを基に作成） 

 

◆研究者の国際交流  

本学は、海外の大学･研究機関との国際協働ネットワークを強化し、国際共同研究や国際

協力事業を活発化させることにより、教員･研究者の人材交流、人材育成を図る取組を進め

ている。また、外部資金獲得による財政基盤強化、収入源の多様化による研究の活性化を

図るため、日本学術振興会等が公募する国際交流事業の採択増に向けたセミナーの開催や

申請書、ヒアリング資料の作成支援等を行っている。特に、日本学術振興会等の研究者派

遣事業の申請を積極的に支援しており、申請件数も増加している（資料 E-1-1-2-14）。 

 

（資料 E-1-1-2-14）研究者の派遣･受入の状況  

 

 

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  

 

 研究者の受入は、国際的な共同研究が増加していること、シンポジウムが定期的に開催

されていることに伴い、外国人教員･研究者等の受入が平成 21 年 236 人,平成 22 年度 259

人,平成 23 年度 344 人 ,平成 24 年度 374 人と顕著に年々拡大している。特に、アジア地域

からの受入が全体の６割以上と顕著で、次いで、ヨーロッパ･北米となっている。  
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本学では日本学術振興会外国人招へい研究者事業等の獲得のための支援を強化しており、

今後一層の外国人研究者の受入増加が見込まれる。このほか、日本学術振興会の代表的な

事業として「二国間交流事業」、「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラ

ム」などがあり、採択増に向けての対応を行っている。  

学内の研究支援の取組としては、研究者の海外派遣促進のために以下のような事業を行

っている（資料 E-1-1-2-15）。 

また、国際化推進センターは、本学の研究交流促進に資する大学として判断される様々

な事業の実施･支援を行っている。一例として、以下の事業がある（資料 E-1-1-2-16）。 

 

（資料 E-1-1-2-15）若手研究者の海外派遣促進のための事業 

 

（出典：H26.6.23 若手研究者国際共同研究渡航前ミーティング資料） 

 

（資料 E-1-1-2-16）国際交流協定校とのワークショップ等  

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  
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（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

各取組･事業とも、基本的に実績数値、規模は拡大しており、当初の計画･想定以外にも

新たな事業を多く手掛けている。その意味からも、本評価期間の活動として内容は大きく

向上しており、実施状況は期待水準以上と判断される。 

 

観点 1－3 活動の実績及び活動への参加者等の満足度から判断して、活動の成果が上が

っているか。  

（観点に係る状況）  

教育研究支援の活動については、事業の展開は広範囲に及ぶが、すべての取組の実施が

着実に行われ実績として蓄積されている。また、国際化推進センターが推進する教育研究

支援に関係する学内外の学生と研究者、教職員、海外の学術･教育関係者、将来の本学にお

ける学生や研究者などの多様な関係者からは、アンケート等によりフィードバックを蓄積

し、活動の成果について把握･管理されている。それぞれの取組分野について、諸事業の着

実な実施によって、以下のような成果を上げている。  

 

◆留学生受入の拡充  

本学における留学生の受入は、地域毎の変動はあるものの全体としては着実に受入数が

上がっており（資料 E-1-1-3-1、資料 E-1-1-3-2、資料 E-1-1-3-3）、特に、国費留学生で

ある日本語･日本文化研修留学生の数の増加は、本学のプログラム対する高評価の表れで

ある（資料 E-1-1-3-4）。  

 

（資料 E-1-1-3-1）本学における留学生受入数の推移  

 
（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  
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（資料 E-1-1-3-2）上位 10 ヵ国 受入国一覧 

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  

 

（資料 E-1-1-3-3） 

 
     （出典：留学生受入データを基に作成）  

 

（資料 E-1-1-3-4）日本語･日本文化研修留学生数の推移  

 
（出典：スーパーグローバル大学創成支援調書資料） 
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◆日本人学生の海外留学の促進  

日本人学生の海外留学の主な事業で、交換留学（派遣）（（資料 E-1-1-3-5）、「熊本大学

海外語学セミナー」（資料 E-1-1-3-6）は下記の実績となっている。 

 

（資料 E-1-1-3-5）交換留学（派遣）の参加者数  

 

（出典：日本人学生派遣データを基に作成） 

 

（資料 E-1-1-3-6）熊本大学海外語学セミナーの概要 

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料）  

 

◆研究者の国際交流  

・二国間交流事業  

 平成 25 年度に実施した国際交流事業採択促進セミナーの効果により、同事業の申請件

数が平成 24 年度（平成 25 年度開始分）の９件から平成 25 年度（平成 26 開始分）27 件へ

大幅に増加した。採択件数も平成 24 年度の１件から平成 25 年度の 10 件へ 10 倍増となり、

同年度の採択件数は全国 101 機関中７位となった。  

 

（頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム） 

・平成 22 度（医学系）,平成 24 年度（自然系）,平成 25 年度（薬学系）の採択 

（若手研究者国際共同研究スタートアップ支援制度）  

・申請者数（平成 24 年度 11 人→平成 25 年度 24 人）、採択者数（平成 24 年度 11

人→平成 25 年度 12 人）ともに増加  

・平成 26 年度以降も採択者に対して、日本学術振興会の国際交流事業への申請を

奨励していく予定  
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研究活動の支援については、平成 25 年度に開催した国際交流事業採択促進セミナーで

は、終了後毎回アンケートを実施している。第１回は受講者満足度が 97%（内訳:参考にな

った 82％。一部参考になった 15％）、第２回は受講者満足度が 100％（内訳：参考になっ

た 92％。一部参考になった 8％）の高い評価を得ており、この点からも高い活動の成果を

上げているといえる（資料 E-1-1-3-7、資料 E-1-1-3-8）。 

海外特別研究員の採用者数の増員（平成 23 年度）や、「頭脳循環を加速する若手研究者

戦略的海外派遣プログラム」による派遣が本格化したこと等により、アジア、欧米地域へ

の本学の研究者派遣数は、平成 22 年度 1,116 人、平成 23 年度 1,129 人、平成 24 年度

1,848 人と顕著に増加している。  

 

（資料 E-1-1-3-7）第 1 回国際交流事業採択促進セミナー  アンケート集計結果  

2013.12.25 国際交流事業採択促進セミナー  

アンケート集計結果 

参加者：４１名   アンケート回答者：３４名  

 

問１．日本学術振興会の国際交流事業をご存じでしたか。  

 

問２. 今回のセミナーの内容は参考になりましたか。  

 

（出典：国際化センター運営委員会参考資料）  

研究者

21名,

62%

非研究者

11名, 

32%

未回答

2名, 6%

研究者・非研究者の別

知ってい

た 26名, 

76%

知らな

かった 8

名, 24%

応募した

ことがあ

る

0名, 0%

問1. 日本学術振興会の国際交流事業をご存

じでしたか

参考に

なった

28名, 

82%

一部参考

になった

5名, 

15% 参考にな

らなかっ

た 0名, 

0%

未回答

1名, 3%

問２. 今回のセミナーの内容は参考になりま

したか
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（資料 E-1-1-3-8）第 2 回国際交流事業採択促進セミナー  アンケート集計結果  

2014.3.4 第 2 回国際交流事業採択促進セミナー  

アンケート集計結果 
参加者：２７名   アンケート回答者：１２名  

 

問１. 今回のセミナーの内容は参考になりましたか。  

 

問２．どのような内容、形式のセミナーであれば、また参加したいと思いますか？  

（複数選択可） 

 

（出典：国際化センター運営委員会参考資料）  

 

研究者

7名, 59%

非研究者

4名, 33%

未回答

1名, 8%

研究者・非研究者の別

参考になっ

た 11名, 

92%

一部参考に

なった

1名, 8%

参考にな

らな…

問１. 今回のセミナーの内容は参考になりましたか

事業別の詳しい

制度説明

5名, 25%

効果的な申請書

の書き方

8名, 40%

キャンパス単位

での説明会開催

2名, 10%

日本学術振興会

以外の国際事業

の制度説明

5名, 25%

その他

0名, 0%

問２．どのような内容、形式のセミナーであれば、また参加したいと思

いますか？（複数選択可）
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（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

各種事業についてアンケートを実施したところ、極めて高い満足度のフィードバックや

意見を得たことにより、良好な結果がでていると判断されることから、教育研究支援の活

動の実績と成果についての全体方針は適切であり、期待される水準以上である。  

 

観点 1－4 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）  

国際化推進センターの教育研究支援を検証する組織は、学内委員からなる国際化推進セ

ンター運営委員会、国際化推進運営会議及び国際化推進機構長及び副機構長、そして学外

から選出される委員で構成される国際化推進機構アドバイザリー委員会である。これらの

検討体に取組の実施報告を行い、改善のための意見を仰ぐこととなっている。  

これらの委員会の意見も取り入れながら、例えばアンケート調査等の対応を行っている

事業の一例として、外部資金の獲得推進のための国際交流事業採択促進セミナーがあるが、

平成 25 年度実施のアンケートの結果では、今後応募を検討している国際交流事業におい

て外国人特別研究員事業、外国人招へい研究者事業が全体の 51％を占めたことなどの回答

を得た。その結果を受けて、翌年に外国人招へい研究者助成のためのセミナーを実施する

予定である。  

日本語授業に関しては、全て科目は一年ごとに内容、レベル、科目数等について検証を

行っており、次年度以降にその結果を反映させている。日本人学生向けの日本語教育科目

やサマープログラム等については一年ごとに授業計画や案内文書を改訂し、外国人向け日

本語プログラムや留学を希望する日本人学生向けの TOEFL 講座についても半年ごとに、ガ

イドブック等を改訂して、状況の変化に応じた改善を可能としている。  

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由） 

国際化推進センターが支援する大学の教育研究支援の領域についての広範な施策の意思

決定等については、担当会議体･委員会等で様々な角度から議論され、戦略的な方向性につ

いての修正や改善について的確に対策を講じながら各事業の成果や効率の向上が図られて

いる。また、案件に応じて教育や研究を所轄する組織や会議体等との連携も適切に行われ

ながら、各事業の改善と持続性が保たれていることから、改善に向けて期待される水準以

上の取組ができていると判断される。  

事業毎に受講者の意見を速やかに反映する体制が構築されており、また、案件に応じて

教育や研究を所轄する組織や会議体等との連携も適切に行われながら、各事業の改善と持

続性が保たれていることから、改善に向けて期待される水準以上の取組ができていると判

断される。  

 

4.質の向上度の分析及び判定  

分析項目Ⅰ 目的に照らして、教育研究支援活動が適切に行われ、成果を上げていること。  

 

「重要な質の変化あり」  

 

1）学生の派遣･受入れを促進する教育支援  

英語による大学院･学部教育やダブルディグリー、国際編入学（秋季編入学）等の国際連
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携教育プログラムを整備して、教育の国際通性を向上させるとともに、留学生への奨学金

給付制度の見直し、就職･課外活動への取組支援を行ったことにより、留学生受入数 500 人

を平成 23 年度に達成している。また、派遣プログラムの拡充、留学生説明会の開催、外国

語（英語）力向上のための研修、海外派遣助成事業等により、日本人学生の海外留学が促

進された。  

 

 2）国際研究ネットワーク強化及び研究者交流の促進  

国際化推進センターが中心となり、外国人研究者の積極的な受入、日本人研究者の国際

研究の推進及び国際的に活躍できる若手研究者の育成等のため、学内外の国際関連助成事

業の獲得支援を行うなどの取組により、国際研究ネットワークを強化し、学術研究の国際

化を推進した。  

 

以上により、優秀な人材の獲得･育成及び教育研究活動の活性化により、国際化推進セン

ターの教育研究支援の質は「大きく改善、向上している」と判断できる。  
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Ⅵ 男女共同参画に関する自己評価書 
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1.男女共同参画の目的と特徴  

本学は、「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなくそ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会」の実現を目指し、次に掲

げる事項の推進を図る。  

（１） 教育･研究及びそれを取り巻く就労･修学環境の整備  

（２） 男女が共に参画して社会を形成していくための原動力となり、社会で活躍できる

人材の育成  

（３） 男女共同参画社会の形成のための教育･研究の充実  

上記に掲げる事項の推進を図るため、次のとおり基本方針を策定し、この基本方針に基

づき、具体的事項を遂行する。 

（１） 男女の機会均等の実現  

①  採用、昇進、給与、研修、OJT の機会の平等、積極的是正措置の導入等  

②  メンター制度の充実  

（２） 男女共同参画の視点に立った制度･慣行の見直し、意識改革の推進  

①  男性中心の就労･就学環境の改善  

②  研修制度の在り方についての検討  

③  定期的な啓発セミナー･シンポジウム等の開催  

④  学内の各種取扱いが、男女を問わず中立的な運用がなされているかどうかの検証  

⑤  性別による就労･就学場の負担に著しい隔たりが生じている場合の解消措置  

⑥  次世代の研究者への情報提供  

⑦  地域社会における次世代育成のための取組への貢献  

（３） 就労･修学と家庭生活との両立支援  

①  男女を問わない育児･介護休業の取得促進  

②  学内保育施設の整備  

③  多様な保育サービスの提供  

④  育児･介護支援のための柔軟な勤務･就学体制  

⑤  出産、育児、介護が不利とならない雇用制度の整備  

⑥  育児･介護後復帰する女性人材の活用促進  

⑦  女性人材の情報バンク化と就職支援サービスの提供  

⑧  夫婦研究者への就職支援 

⑨  育児･会議相談窓口の設置（男女共同参画窓口の兼務）  

⑩  職場慣行の見直しと改善 

⑪  年次有給休暇の取得促進 

（４） 政策･方針決定過程への女性の参画の拡大  

①  学長声明その他による学内外への周知  

②  大学及び各部局における数値目標の設定  

③  積極的な改善策の策定  

④  パブリック･コメントの実施  

（５） 男女共同参画を推進する教育･研究の充実  

①  男女共同参画に関する教育･研究の充実  

②  女性大学院生を増加させるためのプログラムの充実  

③  キャリア形成、再チャレンジに関する教育･研究プログラムの策定  

（６） ジェンダーの視点による学内の調査･分析、統計及び情報の提供  

①  男女共同参画促進に関する定期的な実態調査、情報提供  

②  男女共同参画に関する事項についての統計処理と公表  

③  女性のロールモデルの紹介  

④  男女共同参画促進に関する優れた取組の紹介と表彰  

（７） 苦情申立て･救済システムの整備  
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①  男女共同参画に関する総合的な相談  

②  人権に関わる相談等への対応  

 

 国際化推進センターでは、国際化を推進・支援する組織として、「（１）男女の機会均等

の実現」、「（２）男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し、意識改革の促進」、「（３）

就労・修学と家庭生活との両立支援」、「（４）政策・方針決定課程への女性の参画の拡大」

に取り組んでいる。  

 

［想定する関係者とその期待］  

上記の取組により、国際化推進センター教員及び職員に対し、男女差なく活発な研究・

教育活動が行われ、センター運営にかかる貢献も期待されている。  

 

本学は、文部科学省の女性研究者支援モデル育成事業に採択された「地域連携によるキ

ャリアパス環境整備」事業により、平成 18 年度から女性研究者のためのプロジェクトを本

格的に推進してきた。平成 19 年３月には、国立大学法人熊本大学男女共同参画推進基本計

画を策定し、これを基に全学一体となって具体的な取組みを計画的に推進している。   

 また、平成 22 年度には文部科学省の女性研究者養成システム改革加速プログラムに採

択され、本学大学院自然科学研究科において、理学･工学系の優れた女性研究者を雇用し、

人材の多様化、研究の活性化及び男女共同参画事業のさらなる推進を図っている。  

 さらに、平成 25 年度には文部科学省の「女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」に採

択され、大学コンソーシアム熊本に加盟する機関と連携して、これまで大学で推進してき

た女性研究者支援の取組みを熊本県内に普及する活動も開始した。  

 

2.優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】  

国際化推進センターでは、平成 21 年７月 16 開催の国際化推進センター運営委員会に

おいて、下記「基本方針」を策定し、それに則り、具体的な男女共同参画の実行を推進し

ている。  

本センター全教員に対する女性教員比率が約 50％と、熊本大学全部局の平均値の 16％

を大きく上回っている。また、職員については、全員が女性職員であり、その能力を存分

に発揮できる環境を整えている。  

またライフイベント（出産・育児・介護）中の教職員が１人在職しており、女性のみな

らず男性においても家庭生活との両立がしやすい職場環境を整えている。  

 

「国際化推進センターにおける男女共同参画推進基本方針」（平成 21 年 7 月 16 日） 

 

Ⅰ 基本方針  

  熊本大学男女共同参画推進基本計画に掲げる事項の推進を図るため、次のとおり基本

方針を策定し、この基本方針に基づき、Ⅱに掲げる具体的事項の遂行を目標とする。  

1. 男女の機会均等の実現  

2. 男女共同参画における意識改革の推進  

3. 家庭生活との両立支援  

4. その他 

Ⅱ 基本方針の内容  

 1 男女の機会均等の実現  

  ･教員公募に際しては、積極的に広報を行い、女性の応募を推進する  
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  ･教員の業績評価に当たっては、出産、育児･介護等に従事したことを考慮する。  

  ･女性教員に対する大学内外の研修の機会を拡大する。  

 2 男女共同参画における意識改革の推進  

  ･男女共同参画に関するセミナーやシンポジウム等への積極的な参加を推進する。  

  ･あらゆる場面において固定的な性別役割分担意識の解消を図るために努力する。  

 3 家庭生活との両立支援  

  ･男女を問わず、育児･介護休業の取得を促進する。  

  ･年次有給休暇の取得を促進する。  

  ･休職中の教職員に対して業務に関する情報提供等のサポートを行う。  

 4 その他  

  ･その他の項目については、熊本大学男女共同参画推進委員会の決定事項に準拠し、国

際化推進センター男女共同参画推進委員会にて具体的な方策を講じる。  

 

【改善を要する点】  

事務職員のうち、国際業務専従の女性の有期雇用職員（コーディネーター等）６名が雇

用されているが、専門性が高いにもかかわらず職種が有期雇用であるため、本人のキャリ

アアップと組織の安定的なスキルの確保･育成の両面から、見通しが立てにくい状況があ

る。 

 

3.観点ごとの分析及び判定  

（1）分析項目Ⅰ  大学の目的に照らして、男女共同参画に向けた活動が適切に行われ、成

果を上げていること  

観点１－１ 男女共同参画活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計

画や具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されている

か。 

（観点に係る状況）  

平成 19 年度に熊本大学男女共同参画推進基本計画（計画期間 10 年）を策定し、平成

22 年度には男女共同参画を推進することを第２期中期目標に設定した。（平成 24 年度に

女性教員割合の目標(15％)達成） 

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

男女共同参画活動についての計画は意欲的な内容となっており、情報公開と周知も積極

的に行われていることから状況は良好と判断できる。  

 

観点１－２ 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

平成 21 年７月 16 日開催の国際化推進センター運営委員会において、「国際化推進セ

ンターにおける男女共同参画推進基本方針」を策定し、男女共同参画を推進している。  

上記の基本方針に基づき、平成 23 年度の本センター教授公募に際し、公募要領に本

学が男女共同参画を推進していることを明記の上公募を行った結果､24 名中５名の女性

教員の応募があった。最終的には女性教員の採用には至らなかったものの、今後も教員

公募等における女性の採用について積極的な広報を行う。  

平成 24 年度は、国際戦略事業コーディネーターおよび国際業務推進オフィサーの有
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期雇用職員採用に関して全員女性を採用している。これにより本センター教職員の中で

女性の占める割合は 50％となった。  

男女共同参画推進に関する学内外で開催されるセミナーやシンポジウムへ積極的に参

加するよう本センター教職員への啓蒙活動を推進した結果、女性の参加が 60％以上とな

った。 

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

これまでのところ、「国際化推進センターにおける男女共同参画推進基本方針」に沿っ

た形で男女共同参画を推進している。本センター全教員に対する女性教員比率が約 50％と、

熊本大学全部局の平均値の 16％を大きく上回っている。また、職員については、全員が女

性職員であり、その能力を存分に発揮できる環境を整えている。  

 

観点１－３ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度から判断して、活動の成果が上

がっているか。  

（観点に係る状況）  

国際化推進センターにおける男女共同参画推進の活動と進捗、成果は以下のとおりであ

る。 

 

1. 平成 23 年度の国際化推進センター教授公募に際し、公募要領に本学が男女共同参画

を推進していることを明記の上公募を行った結果､24 名中５名の女性教員の応募が

あった。最終的には女性教員の採用には至らなかったものの、今後も教員公募等にお

ける女性の採用について積極的な広報を行う。 

2. 平成 24 年度は、国際戦略事業コーディネーターおよび国際業務推進オフィサーの有

期雇用職員採用に関して全員女性を採用した。これにより国際化推進センター教職

員の中で女性の占める割合は 50％となった。 

3. 男女共同参画推進に関する学内外で開催されるセミナーやシンポジウムへ積極的に

参加するよう国際化推進センター教職員への啓蒙活動を推進した結果、女性の参加

が平成 24 年度以降は、60％以上となり、男女共同参画への意識が高まった。 

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

平成 23 年度に、「熊本大学男女共同参画推進基本計画」の中間評価を実施した結果、57

の計画項目に対し、「達成」及び「着手」事項が 49 項目となっており、平成 18 年度に策

定された同計画の進捗については順調と言える。  

また、平成 22 年度には「熊本大学アクションプラン 2010」（第二期中期目標･中期計画）

を策定し、引き続き同計画の着実な推進を図っている。  

 

観点 1－4 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進センター運営委員会の委員として、毎年、４～５名の女性教員が委員となっ

ており、センター運営に複数の女性教員が参画する体制となっている。  

国際化推進センターの職員採用に関しては積極的に女性の雇用を行っており、引き続き

その方針を進める。また、在職中の女性職員については、定期的に意見を聴取するなどし、
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環境の改善や今後の採用活動へのフィードバックとしている。  

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

女性職員の雇用に関して、持続的に課題の抽出と改善に向けた取組を行っている。  

 

4.質の向上度の分析及び判定  

 

分析項目Ⅰ 目的に照らして、男女共同参画に向けた活動が適切に行われ、成果を上げて

いること。  

 

「改善、向上している」  

 

国際化推進センターは、「熊本大学男女共同参画推進基本計画」及び「国際化推進セン

ターにおける男女共同参画推進基本方針」に沿って女性の積極的な採用を推進してきてお

り、国際化推進センター及び所掌事務部の国際戦略ユニット全体での女性教職員数は常時

半数を超えている。人数比に加えて、ほとんどのスタッフは語学力を含めた専門性の高い

国際業務に従事しており、性別による業務内容の差異はない。  

以上のことから、国際化推進センターの設置以来、男女共同参画に関する試みは、高い

質を維持しながら、地道な改善に向けての対応も行っており、今後もより高い実績･成果を

上げていくことが見込まれている。  
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Ⅶ 管理運営に関する自己評価書 
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1.管理運営の目的と特徴 

 国際化推進センターに国際化推進センター運営委員会（以下「運営委員会」）を設け、国

際化推進機構会議及び国際推進運営会議で決定された全学的な事項の実施に関する審議を

行い、国際化に関する施策を迅速かつ円滑に実施する。必要に応じて、各部局における国

際化推進の推進･支援業務を行う。さらに、①外国人留学生に対する日本語及び日本事情の

教育に関すること、②海外留学を希望する学生に対する外国語教育プログラムの開発及び

実施、③外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導･支援に関すること、④海外留学を

希望する学生に対する修学上及び生活上の指導･支援に関すること、⑤留学生及び研究者

の交流の推進に関すること、⑥短期留学に関すること、⑦留学生教育の調査研究に関する

こと、⑧国際交流会館に関すること、⑨国際化推進センターの運営に関する必要な業務、

⑩本学の国際化に関する基本方針を達成するために必要な事項に関することを行う。なお、

運営委員会は、教授会機能を持たないものとする。  

国際化推進センターでは、運営委員会委員により、国内外で行われる留学フェアや進学

説明会への参加、海外の協定校訪問等、留学生を対象とした多彩なプログラムを企画･運営

している。また、短期留学の学生交流に関連する諸政策を推進するため、運営委員会に短

期留学専門委員会を設置し、受入の各種短期留学プログラムや１年以内の海外留学を希望

する日本人学生の派遣等に関する事項について審議を行っている。  

 

［想定する関係者とその期待］  

（想定する関係者）本学への留学を希望する外国人学生、現に本学に在籍する外国人留学

生、海外留学を希望する日本人学生、外国人教員･研究者、学内各部局の教職員･学生、国

内外の大学･教育研究機関、県内の高等教育機関やその連携組織、自治体、経済団体、企業

及び NPO 等 

（関係者の期待）  

 本学の国際化を持続的に展開していくために、国際化推進センターが主体となって取り

組む事業や施策から様々な関係者がそれぞれより多くのメリットを享受できるよう、組織

の管理運営が適切且つ効果的に行われることが期待されている。また、各部局やセンター

等が個々に展開している国際化の取組に対しての支援も常に求められているが、大学本部

や国際化推進機構の協力を得ながら、量的にも質的にも国際化推進センターの支援機能の

充実が図られることも期待されている。  

 

2.優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】  

 従来の留学生センターとの大きな違いは、副学長（国際交流担当）が国際化推進センタ

ーのセンター長を兼ねることにより、国際化推進運営会議と同様、副学長が国際化推進セ

ンター運営委員会の議長に任じられていることである。この体制によって、副学長が国際

関連の施策、事業、懸案等について全て把握し統括することができる仕組みになっている。  

また、センター長が指名する副センター長を置き、短期留学専門委員会をはじめ学内外の

委員会への参画･運営や留学生の受入れ･派遣等に関する各種事業の企画･実務について、

センター長の職務を補佐している。 

 さらに、教員、専門職員（コーディネーター、国際業務推進オフィサー）及び事務職員

（マーケティング推進部国際戦略ユニット）が一体となって、大学の国際化を支援･推進す

る体制を構築している。  

 

【改善を要する点】  

 国際化推進センターの２つの部門のうち、国際交流支援部門では、各部局から選出され

た者による兼務教員（ 10 名）が専任教職員と一体となって、国際化推進センター運営委員

会の委員として、国際化に関する全学的事項の審議を行い、施策を実施するとともに、必
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要に応じて、各部局における国際化推進の推進･支援業務を行うことになっている。  

しかしながら、兼任であるがために、出身部局における教育研究及び管理運営活動を優

先させざるを得ない場合もあり、大学の国際化を全面的に支援･推進する体制が確保され

ているとは言いがたい状況にある。  

 

3.観点ごとの分析及び判定  

（1）分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され機能していること  

観点 1－1 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。

また、危機管理等に係る体制が整備されているか。  

（観点に係る状況）  

 目的の達成を支援する管理運営組織としては、センター長（１名）、副センター長（１名）

４名の専任教員、各学部等から選出された教授、准教授又は講師各１～２名の兼務教員及

びマーケティング推進部国際戦略ユニット長で構成される「国際化推進センター運営委員

会」がある（国際化推進センター規則第 11～17 条）。 

 また、国際化推進センターを支援する事務組織として、センター設立（平成 21 年１月）

以来、学術研究協力部国際課が熊本大学の国際交流及び留学生派遣･受入れに係る事務を

所掌してきたが、平成 22 年７月の事務改革に伴い、マーケティング推進部国際戦略ユニッ

トが設置され、今日に至っている。  

 マーケティング推進部国際戦略ユニットの事務分掌は、事務組織規則（平成 22 年９月

30 日規則第 144 号）第 17 条に次のとおり規定されている。  

 

（１） 国際戦略に係る企画及び立案に関すること。  

（２） 国際交流協定及び国際連携活動に関すること。  

（３） 国際学術研究の各種助成制度に関すること。  

（４） 研究者の国際的な人材交流に関すること。  

（５） 学生の海外派遣及び留学生の受入れに関すること。  

（６） 国際広報に関すること。 

（７） 海外オフィス等の国際拠点に関すること。  

（８） 国際交流会館（留学生宿舎）に関すること。  

（９） 国際化推進機構及び国際化推進センターに関すること。  

（10） その他国際戦略ユニットのミッション達成に必要な業務に関すること。  

 

更に、学生、職員等の一層の安全確保及び本学の資産の保持を図るとともに、本学の社

会的な責任を果たし、地域社会との良好な信頼関係を保持することを目的とした危機管理

規則(平成 19 年３月 26 日規則第 124 号) に沿って、危機管理等に係る体制を整備してい

る。 

危機管理の具体的体制として、外国人留学生へは、来日時に生活支援オリエンテーショ

ン等を実施し、生活上の安全管理を指導しており、警察署の協力を得て法令遵守の指導も

併せて行っている。 

また、日本人学生の海外留学時には、危機管理サービスに加入させ（費用は大学負担）、

24 時間対応でのサポートを提供している。  

更に、国際交流会館では、休日、深夜は警備会社が（日本人学生寮に）常駐することで、

緊急事態には事務スタッフへ連絡がとれるよう体制を整備している。 

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  
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 管理運営のための組織及び事務組織は、各種規定により適切な規模と機能を持っている。

また、国際化推進センター長のリーダーシップの下、危機管理規則を遵守し、適正に運用

を行っている。  

 

観点 1－2 構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見やニ

ーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進センターの目的を達成するために意思決定を行う組織の任務と構成について

は、国際化推進センター規則 (平成 20 年 11 月 27 日規則第 259 号)第 12 条及び第 13 条に

定めがある（資料Ｚ－１－１－２－１）。国際化推進センター運営委員会は毎月開催し、国

際化に関する施策の迅速かつ円滑な実施を推進している。また、国際化推進センター運営

委員会の下に、短期留学プログラムの実施、特別聴講学生の受入及び学生の海外派遣等に

関する専門的事項を審議する短期留学生専門委員会を設置している。委員の構成は、国際

化推進センター副センター長、センター専任教員、センター兼務教員（文系学部及び理系

学部から各１名）からなり、受入の各種短期留学プログラムや１年以内の海外留学を希望

する者の派遣に関する事項等について検討を行っている。  

 学生の意見やニーズの把握として、窓口での対応による情報収集、指導教員を通した情

報伝達、国際交流会館常駐担当者による業務日誌等があり、得られた情報は速やかに国際

化推進センター長、副センター長等による審議を経て各委員会において審議し、改善に向

けた対応を実施している。  

 

（資料Ｚ－１－１－２－１）  

○熊本大学国際化推進センター規則（抜粋）  

 

第 12 条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。  

(1) センター長  

(2) 副センター長  

(3) 部門長 

(4) 国際交流支援部門の兼務教員  

(5) マーケティング推進部国際戦略ユニット長  

(6) その他センター長が必要と認めた者  若干人 

 

第 13 条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。  

(1) センターの業務に関すること。  

(2) 施設及び予算に関すること。  

(3) その他センターの管理運営に関すること。  

 

（出典：国立大学法人熊本大学規則集）  

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 国際化推進センターの目的を達成するための迅速かつ効果的な意思決定が行える組織体

として、国際化推進センター運営委員会及び国際化推進機構アドバイザリー委員会（国際

化推進機構規則第 19 条に定める外部委員会）の開催等により、学内外の関係者による管理

運営に関する意見やニーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されている。  
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観点 1－ 3 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよ

う、研修等、管理運営に関わる職員の資質の向上のための取り組みが組織的に行われて

いるか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進センター長及び国際戦略ユニット長が、全国国立大学法人留学生センター長

及び留学生課長等合同会議に毎年参加している。また、国際戦略ユニット長は、全国国立

大学法人留学生担当課長等会議にも毎年参加している。  

 さらに、平成 24 年度および平成 25 年度に日本語・日本文化研修留学生問題に関する検

討会議に国際化推進センター所属の教員２名が参加しており、その内容は、センター教員

及び職員に報告され、情報の共有化を図っている。また、独立行政法人日本学生支援機構

主催の平成 23 年度留学生交流実務担当教職員養成プログラムについては国際化推進セン

ター所属の教授１名が参加している。  

 事務系職員については、平成 24 年度に海外留学生安全対策協議会（ JCSOS）が主催する

「海外派遣・研修における危機管理セミナー」に国際化推進オフィサー１名が参加してい

る。また学内の研修については、平成 24 年度熊本大学共通スキル育成研修に２名、平成 25

年度学務系職員研修会に１名の国際化推進オフィサーが参加し、資質の向上を図っている。

さらに、公式ウェブサイトシステム活用法研修会にも平成 24 年度は２名、平成 25 年度は

１名の国際化推進オフィサーが参加しており情報発信に係る重要性についても認識を高め

ている。  

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 学外の協議会参加のみならず、学内においても研修を実施しており、組織的、継続的な

資質の向上に取り組んでいる。  

 

（2）分析項目Ⅱ 活動の総合的な状況に関する自己点検･評価が実施されているとともに

継続的に改善するための体制が整備され、機能していること。  

観点 2－1 活動の総合的な状況について、根拠となる資料･データ等に基づいて、自己

点検･評価が行われているか。  

（観点に係る状況）  

センターの活動は、国際化推進センターニュース及び本学 Web ページに掲載し、学内教

員のみならず、他大学の留学生センター等にも配付、紹介している。  

 海外からの留学希望者に対する情報提供や留学決定者の入学前･入学後の各種情報は、

国際化推進センター／国際戦略ユニットで作成し、大学多言語 Web ページに掲載している。

なお、留学生が必要とする学務、奨学金、住居、健康保険等に関する情報提供のため、「留

学生の手引き」、「チューターの手引き」、「国際交流会館入居者手引き」を作成し、関係者

に配付している。  

 本センターの活動の総合的な状況に関する自己点検・評価は、「熊本大学国際化推進セン

ター紀要」（資料 Z-1-2-1-1）として作成し、学内外関係者に報告を行っている。  

 

（資料Ｚ－１－２－１－１）  
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(出典：熊本大学国際化推進センター紀要 第 1～3 号) 

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 本センターの活動報告の一部は、国際化推進センターニュース及び Web ページ上で公開

を行っている。また、自己点検・評価に関する印刷物として、「熊本大学国際化推進センタ

ー紀要」を作成し、学内外関係者に配布している。  

 

観点 2－2 活動の状況について、外部者（当該大学の教職員以外の者）による評価が行

われているか。  

（観点に係る状況）  

教育研究評議会（平成 20 年 10 月 23 日）資料「全学の国際化推進の仕組みについて」及

び国際化推進機構規則第 19 条において、「外部委員会」についてそれぞれ以下の規定があ

る。 

 

「第 19 条 機構の活動等を評価し改善等の助言を行うため、本学の職員以外の有識者を

含む外部委員会を置く。」  

 

「⑥外部委員会 機構長は外部委員会を設け、本学の国際化諸施策に対して国内外の有識

者に意見を聴くことができる。委員は国内外の有識者から学長が任命し、３年に一度外部

委員会を招集し、外部委員会は、本学の国際化の状況について評価、改善等の助言を行う。」  

 

これらのことから、機構設置から３年を迎えた平成 23 年度にアドバイザリー委員会を

開催した。以後、基本的に３年に一度委員会を開催することとした。なお、平成 26 年３月

13 日開催の経営協議会において、国際化推進の取組について状況報告を行い、外部評価を
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受けている。 

 

第１回委員会は、平成 24 年３月 30 日、学内及び学外の産官学各分野から委員を選出し

て開催し、「平成 21 年度～平成 23 年度国際化推進機構活動報告書」を基に、国際化推進機

構の活動及び管理運営について説明を行い、意見･提言を委員から聴取した（資料Ｚ－２－

２－１－１）。委員会での意見等については、大学の国際化に関する具体的な改善等に向け

た取組に反映させている。  

なお、平成 26 年３月 13 日、平成 26 年度第６回経営協議会において、大学の国際化推進

及びグローバルな人材交流の促進について取組状況を説明し、意見交換を行った。  

 

（資料Ｚ－２－２－１－１）第 1 回アドバイザリー委員会委員からの意見・提言項目  

 

・国際化戦略の数値目標設定及び目標達成に向けたスケジュール管理  

・社会へ輩出するグローバル人材育成像と大学国際化の役割の明確化  

・外国人教職員を含めた人的資源の組織的活用  

・日本語・日本文化教員の養成  

・学部、大学院学生に求める語学レベルの基準設定及び語学力向上の取組  

・インターンシップの積極的推進に向けた企業・大学の連携強化  

・海外オフィスを含めた大学の国際展開に関する情報発信及び顧客満足度の測定  

・外国人卒業生ネットワークの構築  

（出典：H23.3.30 アドバイザリー委員会報告から一部抜粋）  

 

（資料Ｚ－２－２－１－２）平成 25 年度第 6 回経営協議会委員からの意見・提言項目  

 

・発展途上国の学生を含む学部留学生増加の取組  

・熊本県・熊本市との協働による留学生宿舎の拡充  

・国際化推進のための取組の明確化及び国内外への情報発信  

・コミュニケーション能力を含めた学生の語学力向上の取組  

・大学の国際化推進のための活動資金の獲得  

（出典：H26.3.13 経営協議会議事要録から一部抜粋）  

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 国際化推進機構規則第 19 条に定める外部委員会として、平成 24 年３月 30 日に国際化

推進機構アドバイザリー委員会を開催した。全学的に国際化推進に取り組む組織体として

の国際化推進機構の管理･運営と、国際化推進機構の中核組織となる国際化推進センター

が大学の国際化を推進するために行う活動について助言･提言を受けた。  

 なお、平成 26 年３月 13 日開催の経営協議会において、本学の国際化推進の取組に関す

る状況報告を行った。  

 

観点 2－3 評価結果がフィードバックされ、改善のための取り組みが行われているか。 

（観点に係る状況）  

 平成 23 年度に開催されたアドバイザリー委員会からの提言（前掲資料Ｚ－２－２－１

－１）をもとに、国際化推進センターが担う留学生教育を主とした教学に関することや様々

な国際業務･事業については、国際化推進センター運営委員会で、企画運営、予算管理及び

施設関係の維持等の事項として審議されている。また、国際化推進運営会議では、国際化
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推進センターあるいは国際戦略ユニットが企画した諸事業の立案、実施、報告と改善につ

いて定期的に議論されている。  

これらの活動を通じて、外部者の評価を受けて改善と向上に取り組んでいる事柄に対し

て、発生する様々な課題の抽出とその対応策の検討は常時適切に行われている。  

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 第一期中期目標･中期計画期間の活動成果を踏まえ、５年目にあたる平成 20 年度に旧留

学生センターの改組に伴う現在の国際推進機構と国際化推進センターの組織が整備された。

その過程においては、旧留学生センターの第一期の組織評価（平成 19 年度）の結果と合わ

せて、平成 19 年度に本学の国際化の在り方に関して全学的に議論･検討された経緯がある。

前述のアドバイザリー委員会からの提言も含め、これらのフィードバックにより、組織改

善のための取組が適確に行われていると判断される。  

 

（3）分析項目Ⅲ  教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説明

責任が果たされていること。（教育情報の公表）  

観点 3－1 目的（学士課程であれば学部、学科または課程ごと、大学院であれば研究科

または専攻等ごとを含む。）が適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に

周知されているか。  

（観点に係る状況）  

 大学 Web ページにより、本学の国際交流･留学に関する情報を広く公表している。  

 

【国際交流】  

（1）日本人留学生のための情報   

◯交換留学制度 ◯派遣先（学生交流協定校）一覧   

◯短期海外研修プログラム  ◯交換留学 Q&A  

◯留学説明会「留学のススメ」  

（2）国際交流データ  

◯交流協定締結数  ◯外国人留学生在籍数  ◯海外派遣学生数  ◯研究者の派遣･受入 

◯海外研究機関との共同研究･連携   

（3）国際交流会館   

◯料金･入居の申請  ◯概要･建物の平面図   

◯国際交流会館敷地図  ◯国際交流会館への交通案内図   

（4）国際化推進機構  

◯国際化推進センター  

（5）「熊本大学フォーラム」   

◯第 10 回「熊本大学フォーラム」（スラバヤ）  

◯第９回「熊本大学フォーラム」（上海）  

◯第８回「熊本大学フォーラム」（ハノイ）  

◯第７回「熊本大学フォーラム」（熊本市）  

（6）海外オフィス   

◯韓国 KAIST オフィス   

◯国際産学連携サテライトオフィス   

◯インドネシア ITS オフィス  

◯大連オフィス  

（7）広報誌･刊行物  
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◯国際化推進センターニュース「 Interface」（第１号～第 10 号）  

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 国内外の大学等との組織的･継続的な教育研究連携関係を構築している状況を踏まえて、

本学が積極的に自らの教育研究活動を発信することにより、本学の国際的な評価及び国際

競争力の向上に寄与している。  

 

観点 3－2 入学者受入方針、教育課程の編成･実施方針及び学位授与方針が適切に公表･

周知されているか。  

（観点に係る状況）  

大学 Web ページ（日本語版･多言語版）に外国人留学生のための情報を掲載するととも

に、小冊子を発行して、修学上、生活上の支援を行っている。  

  

（1）外国人留学生のための情報   

◯ 留学生特別教育プログラム  ◯英語授業での学位取得   

◯日韓共同理工系学部留学生事業  ◯国家公派研究生項目による留学生の受入れ   

◯日本語を学びたい方へ ◯各種奨学金 ◯サポートシステム ◯住居の情報  

◯留学が決まった人へ  ◯在留資格について  

（2）外国人研究者のための情報   

◯入国直後の手続き ◯滞在中の手続き･生活情報  ◯帰国前 ◯研究者用宿舎  

（3）国際交流助成制度  

◯国際関連の民間研究助成  

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 外国人留学生及び外国人研究者に対して、本学の教育研究活動の規模や内容、水準等を

示す指標及び教育研究活動の取組状況を積極的に公表･発信することにより、内外の優秀

な学生･研究者の獲得に資している。  

 

観点 3－3 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第 172 条に規定される

事項を含む。）が公表されているか。  

（観点に係る状況）  

大学 Web ページ（日本語版）に以下の項目についての情報を掲載している。  

 

【教育活動の状況】  

（1）教育活動の規模  

◯修業年限期間に卒業する学生割合  ◯各授業の平均学生在籍数 ◯中途退学率  

◯資格取得状況 ◯卒業後の進路状況(進学率、就職率等）  

◯インターンシップ提供状況 (取り組み）  

（2）修得すべき知識･能力の明確化と、それを体系的に修得できる教育課程   

◯学位授与の方針･カリキュラム編成の方針  

（3）学位授与数  

（4）外国人教員数  
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（5）研究成果に関する情報  

◯海外研究機関との共同研究･連携  

（6）教育外部資金の獲得状況  

 

【国際化の状況】  

（1）教育の国際連携の状況  

◯協定を締結している海外の大学  ◯教員渡航数･研究者受入数  

◯海外学生派遣数  ◯外国人留学生数  

◯国内外の大学によるネットワークへの参加状況等  

･国際バイオエレクトリクスコンソーシアム   

（グローバル COE プログラム「衝撃エネルギー工学グローバル先導拠点」）  

（2）大学としての国際戦略  

（3）国際化推進体制（国際化推進機構）  

（4）留学生への対応  

◯学部入試スケジュールの概略（英語） 

◯入学後の生活に関すること（留学生の手引き等）［英語･日本語］ 

（5）英語による授業のみで学位取得可能なコース等  

（6）海外の OB 会等の設置に係る情報  

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 外国人留学生･外国人研究者に対して、入口から出口までの各々の段階に応じた取組状

況について、きめ細かな情報提供を行うことにより、国際的な人材の環流に貢献している。 

 

（4）分析項目Ⅵ 教育研究組織及び教育課程に対応した施設･設備等が整備され、有効に

活用されていること。〈施設･設備〉  

 

観点 4－1 教育研究活動を展開する上で必要な施設･設備が整備され、有効に活用され

ているか。また、施設･設備における耐震化、バリアフリー化、安全･防犯面について、

それぞれ配慮がなされているか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進センターでは、現在、４つの日本語研修室（演習室）、日本語準備室の他に４

つの研究室を備えている。日本語研修室（演習室）には、語学学習に欠かせないビデオや

DVD 機器、電話及び情報コンセントを揃えている。また、衛星放送を含め、テレビ放送を

受信できる受像器も日本語研修室（演習室）に配置している。さらに、留学生同士あるい

は留学生及び日本人学生が交流を図る目的で「留学生交流室」を設けている。教室が不足

した場合には、全学教育棟の他の教室も使用できるよう準備している。全学教育棟は、エ

レベーター、スロープ、引き戸ドア等、全体としてバリアフリー化している。  

 

（水準）  

期待される水準を上回る。 

 

（判断理由）  

 日本語研修室（演習室）、日本語準備室など教育のための施設･設備の他、センターで最

も広い３スパン分の面積を持つ留学生交流室が整備されていて、多くの学生が利用してい

ることから、これらの施設･設備が有効に活用されていると判断する。  
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観点 4－2 教育研究活動を展開する上で必要な ICT 環境が整備され、有効に活用されて

いるか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進センターの日本語研修室（演習室）は、学内無線 LAN が利用可能であり、授

業で活用されている。また、 Web サーバーも３台設置されていることから、教員の教育研

究活動や日本語クラスの運用、学習や生活支援のために活用されている（資料Ｚ－４－４

－２－１）。 

（資料Ｚ－４－４－２－１） 

平成 24 年度前期 教養教育「日本語教育の理論と実際」（受講生 38 名） 

【期末試験後のアンケート（手書きによる記述式）より】  

質問：梅田研究室でデザインしている「きゅうりゅうサイト」の使い方などの感想、コ

メント、希望があったら書いてください。  

 

○きれいにまとめてあってすばらしいと思う！  

○今のままで十分使いやすい。  

○とても使いやすかったです。  

○授業専用のサイトで、使いやすかったです。写真も多くて、見てておもしろかったです。 

○留学生の写真や自己紹介などがのっていて、インターネットの中でも交流ができて楽しか

った。  

○自己紹介のページが良かった。  

○分かりやすいと思います。  

○携帯でもとても見やすかったです。  

○みんなの名前と写真があるのはありがたいです。留学生の名前を忘れたときに役立ちま

す。  

○交流会の様子や、留学生の様子を知ることができるのでよかったです。  

○このままでいいと思います。  

○使いやすかった！よくできているなあと思いました。  

○このままでいいと思います。  

○留学生のことがわかりやすく説明してあった。  

○とても使いやすい。カレンダーにパーティーの時間などが会いてあるのは地味に便利だっ

た。  

○良かったです。  

○使いやすかったです。  

○この講義オリジナルのサイト、といった感じでとても楽しかったです。  

○楽しかったです。  

○使いやすい。便利。  

○留学生との交流ができて良かったです。  

○とても良いサイトだと思います。  

① ID とパスワードが一致しているのが怖かった。  

②とても良いサイトだと思っています。写真などがもっともっと見たいです。  

③写真をもっとたくさん載せていただけたらうれしいです（パーティーの際の写真など）。  

④前期の授業が終わった後も「グループスペース」を使いたい。  

⑤インターネットで検索したら出るようにしていただけると、家でも見られるのでありがた

いです。  

 

未記入 11 名だった。それを含め 38 名中、22 名が好意的評価であり、満足度としては中

の上（か、それ以上）である。改善点は以下のとおり。 
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（出典：平成 24 年度前期教養教育「日本語教育の理論と実際」アンケートまとめ） 

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 ICT 技術を活用したマルチメディア教育が可能であり、また、学生のニーズに合ったハ

ード及びソフトの整備などから、情報ネットワークが適切に整備され、有効に活用されて

いると判断する。  

 

 

改善点 

①ID とパスワードの一致は、最初のログイン時とし、その際、パスワードの変更を各自

で行うよう指示し、変更の仕方の説明ページ（下の画面参照）も作成した。  

 

 

 

②③写真は、メンバー全員が見られるアルバムページの他、すべての写真を高画質でか

つ必要な場合はパスワード付きで圧縮しアップロードするようにした。写真を受け取り

たいユーザにのみ、パスワードを知らせることで、写真を安全に楽しむように改善した。

（上の画面参照）  

 

④授業もさらに使いたいという学生にはゲストユーザとして再登録を可能にした。  

⑤もともと検索は可能だが、 Google の場合、「熊本大学 留学生  梅田」で検索すると

間違いなくこのサイトを表示できると、後期の授業からは説明している。  
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観点 4－3 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他の教育研究上必要

な資料が系統的に収集、整理されており、有効に活用されているか。  

（観点に係る状況）  

国際化推進センターには、非常勤講師の準備室を兼ねた図書室（日本語準備室）があり、

国際化推進センター及びその前身の留学生センター設立以前から収集されているものも含

め、日本語教育関係の教科書や視聴覚教材、関連専門分野の専門書や学術雑誌及び国内外

の教育機関から送付される紀要･報告書等を多数備えており、非常勤講師や学生の利用に

供している。さらに、新たに出版･刊行される図書等を調査して入手するよう努めている。 

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 教育上必要な資料を継続的に入手･保管し、非常勤講師や学生の利用に供していること

から、有効に活用されていると判断する。  

 

観点 4－4 自主学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。  

（観点に係る状況）  

留学生交流室は、自習室としての機能のほか、留学生向け情報、留学を考えている日本

人学生向けの情報、留学生支援団体･ボランティア団体からのお知らせが掲示されており、

留学や国際交流に関する情報を集めるのにも最適な場所として利用されている。利用可能

時間は、平日朝８時 15 分から夕方 17 時までとしている。  

また、壁をガラス張りにして、出入口を階段近くに設置し、誰もが入りやすいオープン

な空間とするとともに、室内のレイアウトを工夫して限られた空間を有効に活用するなど、

留学生及び日本人学生の交流の場としての機能の充実を図っている。 

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 留学生交流室の規模･設備は、壁をガラス張りにして室内の様子が分かりやすくするな

ど、安全面に配慮しており、また、利用時間についても留学生の母国と日本の時差を考慮

するなど、教育目標や学生支援等の観点から、有効･適切に活用されていると判断できる。 

 

4.質の向上度の分析及び判定  

（１） 分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され機能していること。  

 

 管理運営のための組織の規模は適切であり、国際化推進センター長のリーダーシップの

下、迅速な意思決定ができる体制を構築している。  

 また、国際化推進センターの活動を支援する事務組織として、マーケティング推進部国

際戦略ユニットを設置し、教職協働による大学全体の国際的評価及び国際競争力向上のた

めの戦略的取組を展開している。  

 各意見や要望へ迅速に対応する機能を有し、留学生に関する各種情報の把握を徹底して

おり、適切な管理体制を築いている。  

上記により、管理運営体制及び事務組織については、「質を維持している」と判断できる。  

 

（２） 分析項目Ⅱ  活動の総合的な状況に関する自己点検･評価が実施されているととも

に、継続的に改善するための体制が整備され、機能していること。  
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 国際化推進機構規則第 19 条に定める外部委員会として、３年に一度、国際化推進機構ア

ドバイザリー委員会を開催し、以下の事項について助言･提言を受ける体制を構築してい

る。 

 

1）機構の中核組織となる国際化推進センターが大学の国際化を推進するために行う活動  

2）全学的に国際化推進に取り組む組織体としての機構の管理･運営  

  

また、平成 26 年３月 13 日開催の経営協議会において、国際化推進の取組に関する状況

報告を行った。  

 上記により、自己点検･評価の実施及び改善のための体制整備・運営については、「質を

維持している」と判断できる。  

 

（３） 分析項目Ⅲ 教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説

明責任が果たされていること。（教育情報の公表）  

 

国際的な活動に重点を置く大学として、本学は情報発信に当たり、大学全体の情報に加

えて、学問･研究分野毎の情報も併せて公表するとともに、これらの情報をできる限り英語

を含む外国語で公表･発信することにしており、こうした情報が海外の大学を含む他大学

との間で分かりやすく比較可能にしている。  

 上記により、教育研究活動等の情報発信については、「質を維持している」と判断できる。  

 

（４） 分析項目Ⅳ  教育研究組織及び教育課程に対応した施設･設備等が整備され、有効

に活用されていること。（施設･設備）  

 

 留学生交流室、コンピュータ室、視聴覚学習室、図書室（日本語準備室）は、国際化推

進センターの目的に沿って、学習･交流支援のため有効に利用されている。また、図書室（日

本語準備室）は、教育研究上必要な資料を継続的に入手･保管し、随時閲覧可能な状態にな

っている。  

 上記により、教育研究組織及び施設・設備については、「質を維持している」と判断でき

る。 
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